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周防大島町告示第65号 

 平成22年第３回周防大島町議会定例会を次のとおり招集する 

    平成22年８月30日 

                              周防大島町長 椎木  巧 

１ 期 日  平成22年９月６日 

２ 場 所  大島庁舎議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

田中隆太郎君          杉山 藤雄君 

神岡 光人君          新山 玄雄君 

平野 和生君          魚原 満晴君 

今元 直寛君          広田 清晴君 

尾元  武君          中村 美子君 

中本 博明君          魚谷 洋一君 

平川 敏郎君          松井 岑雄君 

安本 貞敏君          久保 雅己君 

布村 和男君          小田 貞利君 

荒川 政義君                 

───────────────────────────── 

○９月７日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月16日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○９月17日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

平成22年 第３回（定例）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             平成22年９月６日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         平成22年９月６日 午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 認定第１号 平成２１年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第６ 認定第２号 平成２１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第７ 認定第３号 平成２１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第８ 認定第４号 平成２１年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第９ 認定第５号 平成２１年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第６号 平成２１年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第11 認定第７号 平成２１年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第12 認定第８号 平成２１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第13 認定第９号 平成２１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第14 認定第10号 平成２１年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第15 認定第11号 平成２１年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第16 議案第１号 平成２２年度周防大島町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第17 議案第２号 平成２２年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
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 日程第18 議案第３号 平成２２年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第４号 平成２２年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第５号 平成２２年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第６号 平成２２年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第７号 平成２２年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第８号 周防大島町スクールバス条例の一部改正について 

 日程第24 議案第９号 周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第10号 周防大島町立病院及び出張診療所条例の一部改正について 

 日程第26 議案第11号 周防大島町公営企業局使用料及び手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第27 議案第12号 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び山口県市町総合事務

組合規約の変更について 

 日程第28 議案第13号 平成２１年度チャレンジショップ（店舗・シェルター）建設工事の請

負契約の締結について 

 日程第29 議案第14号 周防大島町立大島中学校屋内運動場建築工事の請負契約の締結につい

て 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告並びに議案説明 

 日程第５ 認定第１号 平成２１年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第６ 認定第２号 平成２１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第７ 認定第３号 平成２１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第８ 認定第４号 平成２１年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第９ 認定第５号 平成２１年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 日程第10 認定第６号 平成２１年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
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 日程第11 認定第７号 平成２１年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 日程第12 認定第８号 平成２１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第13 認定第９号 平成２１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第14 認定第10号 平成２１年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第15 認定第11号 平成２１年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について 

 日程第16 議案第１号 平成２２年度周防大島町一般会計補正予算（第３号） 

 日程第17 議案第２号 平成２２年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第18 議案第３号 平成２２年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議案第４号 平成２２年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第20 議案第５号 平成２２年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第21 議案第６号 平成２２年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第22 議案第７号 平成２２年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第23 議案第８号 周防大島町スクールバス条例の一部改正について 

 日程第24 議案第９号 周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第10号 周防大島町立病院及び出張診療所条例の一部改正について 

 日程第26 議案第11号 周防大島町公営企業局使用料及び手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第27 議案第12号 山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び山口県市町総合事務

組合規約の変更について 

 日程第28 議案第13号 平成２１年度チャレンジショップ（店舗・シェルター）建設工事の請

負契約の締結について 

 日程第29 議案第14号 周防大島町立大島中学校屋内運動場建築工事の請負契約の締結につい

て 

────────────────────────────── 

出席議員（19名） 

１番 田中隆太郎君       ２番 杉山 藤雄君 

３番 神岡 光人君       ４番 新山 玄雄君 

５番 平野 和生君       ６番 魚原 満晴君 

７番 今元 直寛君       ８番 広田 清晴君 
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10番 尾元  武君       11番 中村 美子君 

12番 中本 博明君       13番 魚谷 洋一君 

14番 平川 敏郎君       15番 松井 岑雄君 

16番 安本 貞敏君       17番 久保 雅己君 

18番 布村 和男君       19番 小田 貞利君 

20番 荒川 政義君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 木元 真琴君     議事課長 中尾 豊樹君 

書  記 中村 和江君     書  記 林  祐子君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 椎木  巧君   代表監査委員 ………… 相川  實君 

副町長 ………………… 岡村 春雄君   教育長 ………………… 平田  武君 

公営企業管理者 ……… 石原 得博君                      

総務部長 ……………… 中野 守雄君   産業建設部長 ………… 嶋元 則昭君 

健康福祉部長 ………… 田村 敏範君   環境生活部長 ………… 松井 秀文君 

久賀総合支所長 ……… 山本 定雪君   大島総合支所長 ……… 川元 文雄君 

東和総合支所長 ……… 菊本 雅喜君   橘総合支所長 ………… 八幡 清治君 

  会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 北杉 憲昌君 

教育次長 ……………… 村田 雅典君   公営企業局総務部長 … 河村 常和君 

総務課長 ……………… 西本 芳隆君   財政課長 ……………… 奈良元正昭君 

税務課長 ……………… 吉岡 信二君   契約監理課長 ………… 上元 勝見君 

政策企画課長 ………… 星出  明君   健康増進課長 ………… 東原 平典君 

商工観光課長 ………… 吉村 昭夫君   上下水道課長 ………… 岡本 洋治君 

────────────────────────────── 

午前９時30分開会 

○議長（荒川 政義君）  おはようございます。本日は御出席をいただきまして、ありがとうござ



- 6 - 

います。 

 ただいまから平成２２年第３回周防大島町議会定例会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（荒川 政義君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１２番、中本博明議員、１３番、

魚谷洋一議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（荒川 政義君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、去る８月３０日開催の議会運営委員会において協議

の結果、お手元に配布してある会期日程のとおり、本日から９月１７日までの１２日間としたい

と思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、お手元に配布して

ある会期日程のとおり、本日から９月１７日までの１２日間とすることに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（荒川 政義君）  日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、本年６月以降本日まで本議会に提出されております文書について御報告いたします。 

 地方自治法の規定に基づき、監査委員より月例現金出納検査（６月、７月、８月実施分）、定

期監査（６月実施分）の結果の報告がありましたので、お手元にその写しを配布いたしておりま

す。 

 請願、陳情、要望については、受理したものはございません。 

 次に、町人会等関係を含め、議員研修について、今期定例会の最終日に議員派遣として御議決

をいただく予定でございますが、近畿東和会、東京東和町人会、近畿大島会への参加については

各１名を、東京大島郡人会への参加につきましては全体で５名を本日中に人選をしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告並びに議案説明 
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○議長（荒川 政義君）  日程第４、行政報告並びに議案の説明に入ります。 

 町長より行政報告並びに議案の説明を求めます。椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  どなたもおはようございます。平成２２年第３回周防大島町議会定例会

を召集いたしましたところ、議員各位におかれましては、御多忙の折にもかかわりませず、御参

集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 それでは、本日提案をいたしております議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 本定例会に提案をいたしております案件は、決算の認定に関するもの１１件、補正予算に関す

るもの７件、条例の一部改正に関するもの４件、市町総合事務組合規約の変更１件、そして工事

の請負契約の締結２件であります。 

 認定第１号から認定第１１号までの１１件は、平成２１年度の各会計決算の認定についてであ

ります。 

 平成２１年度の周防大島町一般会計歳入歳出決算をはじめとする、各特別会計歳入歳出決算、

周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定についてお諮りするものであります。 

 監査委員の決算審査意見並びに主要な施策の成果説明書を添えて決算書をお配りしているとこ

ろでありますが、おかげさまで各会計とも順調に予算の執行ができております。このことは、議

員各位をはじめ、町民の皆様の温かい御理解と御協力の賜物であり、深く感謝の意を表するもの

であります。 

 各会計決算の詳細内容につきましては、後ほど関係参与より御説明を申し上げます。 

 議案第１号は、平成２２年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）についてであります。既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３億５１８万１,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１４７億９,２９６万４,０００円とするものであります。 

 議案第２号は、平成２２年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

てであります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３９万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億７,０１３万９,０００円とするものであります。 

 議案第３号は、平成２２年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてであります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９５万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２,９７３万６,０００円とするものであります。 

 議案第４号は、平成２２年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０４万２,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０８万５,０００円とするものであります。 

 議案第５号は、平成２２年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,５３２万４,０００円を追加し、歳
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入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億５,９９９万円とするものであります。 

 議案第６号は、平成２２年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２６万９,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億３,９０７万３,０００円とするものであります。 

 議案第７号は、平成２２年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてであ

ります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６８万８,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１,５８６万８,０００円とするものであります。 

 議案第８号は、周防大島町スクールバス条例の一部改正についてであります。町内を運行する

防長交通株式会社路線バス大島本線の運賃が本年７月に改定されたことに伴いまして、同路線と

重複し運行するスクールバス白木線の運賃改定を行おうとするものであります。 

 議案第９号は、周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の一部改正についてであります。

大島病院の移転に伴う病院の位置及び病床数を改正するものであります。また同様に、大島病院

内に附属及び併設されている施設が新病院に移転することに伴い、その位置を改正するものであ

ります。 

 議案第１０号は、周防大島町立病院及び出張診療所条例の一部改正についてであります。議案

第９号と同様、大島病院の移転に伴う病院の位置を改正するものであります。 

 議案第１１号は、周防大島町公営企業局使用料及び手数料徴収条例の一部改正についてであり

ます。地方自治法の一部改正に伴い、該当条文を改正するものであります。 

 議案第１２号は、山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び山口県市町総合事務組合規

約の変更についてであります。平成２３年４月１日より、山口県市町総合事務組合の交通災害共

済事務を共同処理する団体に光市が加入することに伴い、議会の御議決をお願いするものであり

ます。 

 議案第１３号は、平成２１年度チャレンジショップ（店舗・シェルター）建設工事の請負契約

の締結についてであります。指名競争入札の結果、周防大島町大字平野、大海建設工業株式会社

が落札いたしましたので、この業者と工事請負契約を締結するため、議会の御議決をお願いする

ものであります。 

 議案第１４号は、周防大島町立大島中学校屋内運動場建築工事の請負契約の締結についてであ

ります。指名競争入札の結果、周防大島町大字東安下庄の株式会社神田建設が落札いたしました

ので、この業者と工事請負契約を締結するため、議会の御議決をお願いするものであります。 

 それでは、この際、行政報告を申し上げます。 

 最初に、平成２１年度決算の状況並びに財政健全化判断比率等についてであります。まず、平

成２１年度決算の状況についてでありますが、平成２１年度予算は、私が町長に就任して初めて



- 9 - 

の予算編成でありまして、その執行につきましても、また、決算につきましても細心の意を払っ

たところであります。決算の状況につきましては、監査委員の決算審査意見書の総評にもありま

すが、地方自治体を取り巻く行財政環境はまことに厳しい状況にあるものの、周防大島町財政の

健全性は維持されているとのお墨つきをいただいたところであります。 

 そこで、平成２１年度の主要事業を申し上げますと、「安心して子供を生み育てられる町」の

取り組みとして、所得制限を撤廃した小学６年生までの医療費の無料化をはじめ、読み聞かせサ

ポート事業、放課後子供プラン推進事業、保育料軽減対策、妊婦一般健診の充実、乳児健診など

の充実を図り、福祉医療の一部負担の軽減対策としての基金造成と助成を開始いたしました。陸

上競技場の大改修、東和中学校の改築、大島中学校体育館の改築、久賀小学校校舎並びに体育館

の耐震化にも取り組んでまいりました。 

 次に、「働く意欲の湧き出る町」の対策といたしまして、緊急雇用対策として、中高年齢者に

対する雇用の拡充、道の駅に併設するチャレンジショップの建設、修学旅行生の誘致など、体験

交流型観光を推進してまいりました。 

 次に、「自然と環境にやさしい町」の取り組みとして、公共下水道や農業集落排水事業を推進

し、秋地区の農業集落排水がこのたび完成いたしました。また、各４中学校への太陽光発電設備

の設置と個人住宅用太陽光発電への設置助成も進めてまいりました。 

 次に、「豊かで安心して暮らせる町」の対策として、平成１８年度から取り組んでまいりまし

た防災行政無線が完成し、全面供用開始となりました。また、大島病院の改築をはじめ、高齢者

や障害者の住宅用の火災報知機の無償貸与や公共施設のトイレの洋式化への改修を進めてまいり

ました。そのほか、平成２１年度は、平成２０年度の定額給付金や地域活性化生活対策臨時交付

金など総額１１億円余の繰越事業を実施し、懸案でありました情、浮島航路の新船の建造、文殊

林道整備や街路灯の整備、各小中学校の校舎やプールの改修、遊具の整備などにあわせ、ふるさ

と創生基金などを活用して、住民生活に密着した生活道の整備を進めてまいったところでありま

す。 

 このように、平成２１年度は、平成２０年度の地域活性化生活対策臨時交付金事業のほとんど

が繰越事業となり、さらに、平成２１年度の地域活性化経済危機対策臨時交付金事業が５月に、

地域活性化きめ細やかな臨時交付金が２２年１月に交付内示があり、予算総額は大きく増額した

ところであります。 

 こうした中にあって、実質収支は４億６,１７４万円と大幅な黒字となり、財政分析指数も

徐々に改善しつつありますが、自主財源の乏しい本町では、さらなる経常経費の削減に向け、行

政改革への取り組みを強化しなければならないと考えているところであります。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ
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り、平成２１年度の決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告書を監査委員の意見書を

付してお手元に配布をいたしております。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がなく、実質公債費比率は１９.７％と対前年比

１.１ポイント、将来負担比率では１５８.３％と対前年比１８.６ポイントの改善が図られ、い

ずれも早期健全化基準を下回っているところであります。 

 また、企業会計における資金不足比率では、すべての会計において資金不足は生じておりませ

ん。よって、周防大島町の財政状況は、厳しいながらも健全性は維持されているものと考えてい

るところであります。 

 参考までに申し上げますと、主要な施策の成果を説明する書類の４ページにありますとおり、

一般会計における人件費は対前年度比５.６％、１億４,６０５万８,０００円の減額、次に、

６ページにお示しの地方債の状況では、平成２１年度末現在は一般会計で７億９,９０４万

７,０００円、公営企業会計を除く特別会計をあわせて１０億２,４５４万２,０００円の減と毎

年減少を続けております。 

 また、１ページに戻りまして、２の財政分析指数の（３）経常収支比率９２.１％につきまし

ても、前年度９５.２％から３.１％と大きく減少し、いずれも合併及び行財政改革の効果があら

われてきているところであります。 

 今後も引き続き財政健全化への取り組みを続けてまいりたいと考えておりますので、皆様方の

御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 次に、臨時職員等の賃金改定についてであります。山口労働局長の諮問機関であります山口地

方最低賃金審議会は、去る８月３１日に県内の最低賃金を現行の１時間６６９円から６８１円に

引き上げるよう答申いたしました。この答申を受け、山口労働局は所要の手続を経て、１０月中

に新たな最低賃金が適用される予定であります。現在、本町の一般事務等の臨時職員の賃金は時

給６７０円であり、合併時から据え置いており、仮に答申どおりに最低賃金が改定された場合は、

最低賃金を下回ることとなります。したがいまして、正式に最低賃金が決定されましたならば、

その額に応じ事務職員の賃金を改定するとともに、保健師や保育士等他の職種についてもこれに

連動して改定を行い、あわせて賃金を基準に積算をしております委託料等につきましても改定を

行う必要が生じることとなります。 

 しかしながら、正式決定が１０月になることから、１０月からの改定後の賃金等の支払いにつ

きましては現行予算の範囲内で対応することとし、差額につきましては１２月補正予算に計上さ

せていただきたいと存じておりますので、何とぞ御了承のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、大島病院の竣工式についてであります。かねてより建設を進めておりました大島病院移

転新築工事が９月末に終了の予定であり、新病院での診療開始は１１月１日を予定しております。
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これもひとえに議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力の賜物と深く感謝しているところで

ございます。 

 つきましては、１０月１９日火曜日午後２時から新病院において竣工式を挙行いたします。議

員の皆様には御多忙の折とは存じますが、是非御臨席賜りますようよろしくお願いをいたします。 

 次に、全国カンキツ研究大会についてであります。全国の柑橘生産県において実施しています

第５６回全国カンキツ研究大会が、去る９月２日、３日山口県において「維新の地「やまぐち」

から発信～オリジナル品種のブランド化と産地間共生」を大会テーマとして開催されました。 

 ９月２日は、小郡で全国より５８０名の出席のもと研究大会が盛大に開催され、翌日は大島

コースと下関コースに分かれて現地視察が行われました。大島コースには２００名の御参加をい

ただき、上田ケ丘団地、ならず団地、川間屋代地団地、山本弘三園地、柑橘振興センターの視察

を行いました。 

 本県のオリジナルブランドとしてのせとみ・南津海の取り組みや産地間共生での意見交換がで

きましたことは、今後の柑橘振興に大変有意義であったと思っております。 

 以上、概要につきまして御説明を申し上げましたが、詳しくは提案の都度、関係参与が御説明

申し上げますので、何とぞ慎重な御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  以上で行政報告並びに議案の説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．認定第１号 

日程第６．認定第２号 

日程第７．認定第３号 

日程第８．認定第４号 

日程第９．認定第５号 

日程第１０．認定第６号 

日程第１１．認定第７号 

日程第１２．認定第８号 

日程第１３．認定第９号 

日程第１４．認定第１０号 

日程第１５．認定第１１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第５、認定第１号平成２１年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の

認定についてから日程第１５、認定第１１号平成２１年度周防大島町公営企業局企業会計事業決

算の認定についてまでの１１議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。北杉会計管理者。 
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○会計管理者兼会計課長（北杉 憲昌君）  それでは、認定第１号平成２１年度周防大島町一般会

計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１０号平成２１年度周防大島町渡船事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの補足説明を申し上げます。 

 この認定は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、各会計の決算につきまして

議会の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、認定第１号平成２１年度周防大島町一般会計歳入歳出決算につきまして補足説明を

申し上げます。決算書の３ページをお開き願います。歳入の合計額を申し上げますと、予算現額

１７７億５,０２２万４,０００円、調定額１７９億５,４７７万４,５８５円に対しまして、収入

済額は１６２億３,８３９万４,１２０円で、調定額に対する収入率は９０.４％でございます。

不納欠損額１,５４８万２,３２０円につきましては、１ページの１款町税１項町民税は７７人の

２５３万６,９５０円、２項固定資産税は１５４人の３８９万５８０円、３項軽自動車税は

１１１人の５８万５,１００円、５項特別土地保有税は８人の７５０万２,３００円、２ページの

１１款分担金及び負担金２項負担金では保育料８人分の９６万７,３９０円の合計でございます。 

 収入未済額１７億８９万８,１４５円のうち、事業の繰越に伴う未収分を差し引いた残りの収

入未済額１億７,９７８万４,１４５円の内訳につきましては、主に１ページの１款町税１項町民

税の現年２９６人、滞納繰越７００人、合計９９６人で３,９３７万６,９２２円、２項固定資産

税は現年４３５人、滞納繰越１,００７人、合計１,４４２人で５,４４４万５,３９８円、３項軽

自動車税は現年１８７人、滞納繰越５３４人、合計７２１人で３１４万８,０００円、２ページ

の１１款分担金及び負担金２項負担金は保育料の現年６人、滞納繰越５０人、合計５６人の

７３０万３,０９２円、１２款使用料及び手数料１項使用料で住宅使用料の現年２０人、滞納繰

越１１７人、合計１３７人の４,８６９万７,１８６円、１３款国庫支出金１２億４,２６３万

８,０００円、１４款県支出金４,２５９万円、２０款町債２億５,５９０万円につきましては、

主に事業の繰越に伴う未収でございます。 

 ５ページをお開き願います。歳出の予算現額１７７億５,０２２万４,０００円に対しまして、

支出済額は１５３億５,０２９万９,７５５円で執行率は８６.５％でございます。翌年度繰越額

１９億４,７４６万２,０００円につきましては、６月定例議会において御報告しております平成

２１年度周防大島町繰越明許費の繰越額でございます。内訳は４ページの２款総務費１項総務管

理費で久賀支所経費の５０８万８,０００円、３款民生費２項児童福祉費で子ども手当経費ほか

２件の７８５万２,０００円、４款衛生費１項保健衛生費で予防接種事業費３８６万４,０００円、

５款農林水産業費１項農業費で農地一般管理経費１億８３９万９,０００円、３項水産業費で漁

港施設管理経費ほか１件の２億２,４７３万４,０００円、６款商工費１項商工費で観光一般経費

ほか５件の２億２,８４５万８,０００円、７款土木費２項道路橋梁費で道路新設改良事業費ほか
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１件の３億２,３３４万８,０００円、３項河川費で河川整備事業費１億７６８万９,０００円、

６項住宅費で公営住宅一般管理経費３３８万５,０００円、５ページの８款消防費１項消防費で

非常備消防経費ほか２件の５,１８２万６,０００円、９款教育費１項教育総務費で教育総務経費

５,５２４万２,０００円、２項小学校費で小学校管理事務局経費２億８,０３７万９,０００円、

３項中学校費で東和中学校改築事業経費ほか２件の５億１,０７３万８,０００円、５項保健体育

費で陸上競技場管理運営経費ほか１件の３,６４６万円でございます。 

 不用額につきましては、事務事業費の精算により４億５,２４６万２,２４５円となっておりま

す。 

 歳入歳出差引残額は、８億８,８０９万４,３６５円でございます。 

 以上で一般会計の説明を終わります。 

 詳細につきましては、４７ページからの一般会計歳入歳出決算事項別明細書を御参照のほどお

願いいたします。 

 なお、以後の各会計の事項別明細書につきましても、説明は割愛させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、認定第２号平成２１年度周防大島町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。９ページをお願いします。歳入の予算現額３３億９,６５３万

５,０００円、調定額３４億３,８１３万７,２３０円に対しまして、収入済額は３３億

２,４０９万１,８７８円で、調定額に対する収入率は９６.７％でございます。不納欠損額は、国

民健康保険税の１５２人で４５９万５,１００円となっております。また、収入未済額は国民健康

保険税の現年３５２人、滞納繰越１,０１０人、合計１,３６２人で１億９４５万２５２円でござ

います。 

 １１ページをお願いします。歳出の予算現額３３億９,６５３万５,０００円に対しまして、支

出済額は３３億２,１４０万５,８２９円で、執行率は９７.８％となっております。翌年度繰越

額は０円で、不用額は７,５１２万９,１７１円となっております。歳入歳出差引残額は２６８万

６,０４９円でございます。なお、被保険者の状況でございますが、２１年度末の世帯数は

４,３９７世帯、被保険者数は７,１５６人で、加入率は３６.０％でございます。また、１人当

たり医療費は３７万８,１８３円となっております。 

 続きまして、認定第３号平成２１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。１５ページをお願いします。歳入の予算現額４億３,８８３万

６,０００円、調定額４億３,５６９万２,９６２円に対しまして、収入済額は４億３,５０５万

８,８６７円で、調定額に対する収入率は９９.９％でございます。不納欠損額は０円で、収入未済

額は後期高齢者医療保険料の現年７人、滞納繰越６人、合計１３人で６３万４,０９５円でございま
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す。 

 １６ページをお願いします。歳出の予算現額４億３,８８３万６,０００円に対しまして、支出済

額は４億３,４１０万３,６１８円で、執行率は９８.９％となっております。翌年度繰越額は０円で、

不用額は４７３万２,３８２円となっております。歳入歳出差引残額は９５万５,２４９円でござい

ます。なお、２１年度末における７５歳以上の被保険者数は５,９３５人でございます。また、１人

当たり医療費は９０万３,９２５円となっております。 

 続きまして、認定第４号平成２１年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。１９ページをお願いします。歳入の予算現額７,７４６万円、調定額

５,４８７万１,８６４円に対しまして、収入済額は５,４８７万１,８６４円で、収入率は１００％

となっておりまして、不納欠損額、収入未済額ともに０円でございます。 

 ２０ページをお願いします。歳出の予算現額７,７４６万円に対しまして、支出済額は

５,３７３万７８６円で、執行率は６９.４％でございます。翌年度繰越額は０円で、不用額は

２,３７２万９,２１４円となっております。歳入歳出差引残額は１１４万１,０７８円でございます。 

 続きまして、認定第５号平成２１年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。２３ページをお願いします。歳入の予算現額３０億９,７８５万

６,０００円、調定額３１億３,５８５万９,３１４円に対しまして、収入済額は３１億３,０８１万

５,２２８円で、収入率は９９.８％となっております。不納欠損額の１３３万５,８０６円は介護保

険料の４７人分でございます。収入未済額は、介護保険料の現年５８人、滞納繰越７９人、合計

１３７人の３７０万８,２８０円でございます。 

 ２４ページをお願いします。歳出の予算現額３０億９,７８５万６,０００円に対しまして、支出

済額は３０億４,４８４万１,０８７円で、執行率は９８.３％でございます。翌年度繰越額は０円で、

不用額は５,３０１万４,９１３円となっております。歳入歳出差し引き残額は８,５９７万

４,１４１円でございます。なお、２１年度末の第１号被保険者数は９,４２３人で、人口に占める

割合は４７.４％でございます。また、認定者数は２,０４６人となっております。 

 続きまして、認定第６号平成２１年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。２７ページをお願いします。歳入の予算現額１０億８,８４６万

１,０００円、調定額１１億２,４０４万３,７０６円に対しまして、収入済額は１０億６,９８９万

６,９３１円で、収入率は９５.２％でございます。不納欠損額は０円で、収入未済額は２款使用料

及び手数料１項使用料で給水使用料の現年３０６人、滞納繰越１,５４２人、合計１,８４８人の

５,４１４万６,７７５円でございます。 

 ２８ページをお願いします。歳出の予算現額１０億８,８４６万１,０００円に対しまして、支

出済額は１０億３,８０６万９３１円で、執行率は９５.４％でございます。翌年度繰越額は
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３,１８３万６,０００円で、不用額は１,８５６万４,０６９円となっております。歳入歳出差引

残額は３,１８３万６,０００円の決算でございます。なお、給水人口は１万７,４９６人、普及

率は８７.６％となっております。 

 続きまして、認定第７号平成２１年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。３１ページをお願いします。歳入の予算現額５億３,０１８万

６,０００円、調定額５億２,９７９万９,９１７円に対しまして、収入済額は５億２,２４０万

１,７５２円で、収入率は９８.６％でございます。不納欠損額は０円で、収入未済額７３９万

８,１６５円の内訳につきましては、１款分担金及び負担金１項分担金で受益者分担金の現年

２９人、滞納繰越３００人、合計３２９人の４３５万１,７００円、２款使用料及び手数料１項

使用料で現年３８人、滞納繰越９５人、合計１３３人の３０４万６,４６５円でございます。 

 ３２ページをお願いします。歳出の予算現額５億３,０１８万６,０００円に対しまして、支出

済額は５億２,２４０万１,７５２円で、執行率は９８.５％でございます。翌年度繰越は０円で、

不用額は７７８万４,２４８円となっております。歳入歳出差引残額は０円の決算でございます。

２１年度末の町全体の下水道集合処理の普及率は、３６.５％となっております。 

 続きまして、認定第８号平成２１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。３５ページをお願いします。歳入の予算現額３億

７,０１３万円、調定額３億６,８１０万６,８７８円に対しまして、収入済額は３億６,５２８万

１,４７０円で、収入率は９９.２％でございます。不納欠損額は０円で、収入未済額２８２万

５,４０８円の内訳につきましては、１款分担金及び負担金では分担金の現年７人、滞納繰越

１１４人、合計１２１人の２３１万９,９４０円、２款使用料及び手数料１項使用料で農業集落

排水使用料の現年１３人、滞納繰越２４人、合計３７人の５０万５,４６８円でございます。 

 ３６ページをお願いします。歳出の予算現額３億７,０１３万円に対しまして、支出済額は

３億６,５２８万１,４７０円で、執行率は９８.７％でございます。翌年度繰越額は０円で、不

用額は４８４万８,５３０円となっております。歳入歳出差引残額は０円の決算でございます。 

 続きまして、認定第９号平成２１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算につ

きまして補足説明を申し上げます。３９ページをお願いします。歳入の予算現額４,６９２万

４,０００円、調定額４,５９２万１,７１４円に対しまして、収入済額は４,５７２万

４,３２２円で、収入率は９９.６％となっております。不納欠損額は０円で、収入未済額は、

２款使用料及び手数料１項使用料で現年４人、滞納繰越６人、合計１０人の１９万７,３９２円

でございます。 

 ４０ページをお願いします。歳出の予算現額４,６９２万４,０００円に対しまして、支出済額

は４,５７２万４,３２２円で、執行率は９７.４％でございます。翌年度繰越額は０円で、不用
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額は１１９万９,６７８円となっております。歳入歳出差引残額は、繰入金で財源調整を行って

おりますので０円でございます。 

 続きまして、認定第１０号平成２１年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算につきまし

て補足説明を申し上げます。４３ページをお願いします。歳入の予算現額１億９,１９０万

９,０００円、調定額１億８,６０６万９,９０５円に対しまして、収入済額は１億８,６０６万

９,９０５円で、収入率は１００％でございまして、不納欠損額、収入未済額ともに０円となっ

ております。 

 ４４ページをお願いします。歳出の予算現額１億９,１９０万９,０００円に対しまして、支出

済額は１億８,６０６万９,９０５円で、執行率は９７.０％でございます。翌年度繰越額は０円

で、不用額は５８３万９,０９５円となっております。歳入歳出差引残額は０円でございます。 

 続きまして、実質収支に関する調書の御説明を申し上げます。単位は千円で記入しております。

３５７ページをお願いします。一般会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額１６２億

３,８３９万４,０００円、歳出総額１５３億５,０３０万円、歳入歳出差引額は８億８,８０９万

４,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源４億２,６３４万８,０００円を差し引

きました実質収支額は、４億６,１７４万６,０００円で決算をいたしております。 

 ３５８ページは、国民健康保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額

３３億２,４０９万２,０００円、歳出総額３３億２,１４０万６,０００円、歳入歳出差引額は

２６８万６,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３５９ページは、後期高齢者医療事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額

４億３,５０５万９,０００円、歳出総額４億３,４１０万４,０００円、歳入歳出差引額は９５万

５,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３６０ページは、老人保健事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額

５,４８７万２,０００円、歳出総額５,３７３万１,０００円、歳入歳出差引額は１１４万

１,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３６１ページは、介護保険事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額３１億

３,０８１万５,０００円、歳出総額３０億４,４８４万１,０００円、歳入歳出差引額は

８,５９７万４,０００円で、実質収支額も同額でございます。 

 ３６２ページは、簡易水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額１０億

６,９８９万７,０００円、歳出総額１０億３,８０６万１,０００円、歳入歳出差引額は

３,１８３万６,０００円となり、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源３,１８３万６,０００円を

差し引きました実質収支額は、０円の決算でございます。 

 ３６３ページは、下水道事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、歳出総
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額は同額の５億２,２４０万２,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３６４ページは、農業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、

歳出総額は同額の３億６,５２８万１,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３６５ページは、漁業集落排水事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、

歳出総額は同額の４,５７２万４,０００円で、収支均衡の決算でございます。 

 ３６６ページは、渡船事業特別会計実質収支に関する調書でございます。歳入総額、歳出総額

は同額の１億８,６０７万円で、収支均衡の決算でございます。 

 続きまして、財産に関する調書の御説明を申し上げます。この調書につきましては、今年度異

動のあった部分のみ説明をさせていただきます。３６７ページをお開き願います。１公有財産の

（１）土地及び建物のうち土地につきましては、主に久賀不燃物処理場用地の取得等により、差

し引き５８５.１５平方メートルの増でございます。建物につきましては、東和中学校校舎等の

新築取得等によりまして、木造、非木造をあわせ差し引き２,４３３.２４平方メートルの増でご

ざいます。 

 ３６８ページをお願いします。（２）山林につきましては、異動はございません。 

 （３）動産につきましては、情島航路、浮島航路の２隻を新造し、旧１隻を売却した差し引き

１隻の増でございます。 

 （４）物権、（５）有価証券につきましては、異動はございません。 

 ３６９ページをお願いします。（６）出資による権利では、柳井地域広域水道企業団へ３,８６８万

４,０００円出資いたしまして、年度末現在高は４８億２,２６９万９,３０５円となっております。 

 ３７０ページの山口県東部森林組合出資金の６,０００円の増は、配当金の積立でございます。 

 ３７１ページをお願いします。２物品につきましては、自動車が３台の増、備品では３７４ペー

ジの遠隔制御装置、移動無線統制台、中継用送受信無線装置等の整備による増でございます。 

 ３７８ページをお願いします。３基金（１）財政調整基金は、１億８,２０４万４,０００円の

増で、年度末現在高は１６億５,３６３万６,０００円でございます。 

 （２）の減債基金は、積立取り崩しの差し引き額１９４万５,０００円の減で、年度末現在高

は１億５,３７３万４,０００円でございます。 

 （３）の県収入証紙購入基金は変更ございません。 

 （４）の奨学資金貸付基金の２万８,０００円の増は利息でございます。 

 （５）の福祉振興基金の３８万９,０００円の増は利息でございます。 

 ３７９ページの（６）の国民健康保険基金の１８万３,０００円の増は、利息でございます。 

 （７）の介護給付費準備基金は、取り崩し等により８４５万１,０００円の減で、年度末現在

高は７,０５４万８,０００円となっております。 
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 （８）のふるさと創成基金は積立取り崩しの差し引き額５,９３３万８,０００円の増で、年度

末現在高は３億６８９万１,０００円でございます。 

 （９）の土地開発基金は、土地面積３,２３８.２９平方メートル、利息２万７,０００円の増

で、現金３,９３５万３,０００円によりまして、年度末現在高は１億２,０５３万１,０００円で

ございます。 

 ３８０ページの（１０）の中山間ふるさと・水と土保全基金は変更ございません。 

 （１１）のちびっこ医療費助成事業基金は、取り崩しにより１,３６７万３,０００円の減で、

年度末現在高は６,０３０万４,０００円でございます。 

 （１２）の観光振興事業助成基金は、利息の１８万８,０００円の増で、年度末現在高は

６,２８８万３,０００円でございます。 

 （１３）の介護従事者処遇改善臨時特例基金は、取り崩しにより６６７万９,０００円の減で、

年度末現在高は１,１４８万９,０００円でございます。 

 （１４）の福祉医療費一部負担金助成事業基金は、新たに５,５９７万７,０００円を積み立て

まして、年度末現在高は５,５９７万７,０００円でございます。 

 以上で認定第１号平成２１年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第

１０号平成２１年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの補足説明を

終わります。 

 なお、決算附属書類、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を説明する書類を添付いた

しておりますので、御審議の上認定を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午前10時29分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時41分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を再開します。 

 補足説明の続きを求めます。石原企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  認定第１１号平成２１年度周防大島町公営企業局企業会計事

業決算の認定について補足説明を申し上げます。お手元の平成２１年度周防大島町公営企業局企

業会計事業決算書の１ページ目の決算報告書をお開きいただきたいと思います。まず、収益的収

入及び支出の決算額でありますが、収入合計４１億７７９万２,７９２円に対しまして、２ページ

の支出合計では、２ページの一番下の段の中ほどよりちょっと右側ですが、４１億５,８６３万

７,５３９円の決算となりました。 

 次に、３ページの資本的収入及び支出の決算額でありますが、収入合計１９億２,７３９万
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４,０００円に対しまして、４ページの支出合計は１８億９,９５０万９５８円の決算となりました。 

 次に、財務諸表につきまして御説明申し上げます。まず、７ページをお開き願います。損益計

算書について御説明申し上げます。これは、平成２１年度の経営状況をあらわすものでございま

すが、医業収支では７億３１２万９,８２９円の医業損失となり、医業外支出では６億

１,５０５万２,２８５円の医業外利益となり、医業収支と医業外収支とをあわせた経常収支では

８,８０７万７,５４４円の赤字となりました。特別利益２３万６,０００円と特別損失２７万

３,６００円を加えた当年度の純利益は８,８１１万５,１４４円の赤字となりました。 

 なお、減価償却を除いた償却前利益は２億４,４９０万３,５３７円の黒字となりました。 

 次に、９ページの剰余金計算書でありますが、利益剰余金の部では、２０年度の欠損金２億

５,３３４万５,３７１円を利益積立金を取り崩して処理し、利益積立金の残高が３億

９,６５１万６,６６０円となっております。 

 １０ページの資本剰余金の部では、東和病院の医療機器整備に対する国庫補助金６８２万

５,０００円を計上しております。 

 次に、１２ページの欠損金を利益積立金から８,８１１万５,１４４円繰り入れし補てんしてお

ります。 

 次に、１４ページの貸借対照表について御説明申し上げます。これは、平成２２年３月３１日

時点の財政状況をあらわしており、１５ページの資産合計は１８６億４,８４７万１,０７７円、

負債合計は１４億５,９７３万７,８４１円で、１６ページの資本合計は１７１億８,８７３万

３,２３６円でございます。 

 以上、概略を御説明申し上げましたが、附属資料としまして１８ページ以降に事業報告書、収

益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書を添付しております。 

 平成２１年度決算は、平成２０年度と比べ１億６,５００万円改善されましたが、引き続き赤

字決算となりました。監査委員の意見書にもありますように、医師不足など病院事業を取り巻く

環境は大変厳しくなっておりますが、３病院を堅持し地域医療を守るためにも医師・看護師の充

足に全力を挙げ、信頼される病院づくりに努めてまいりたいと思います。 

 以上で認定第１１号平成２１年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定についての補

足説明を終わります。 

 なお、本決算書は地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査に付

して、その意見書を別冊に添付しておりますので、御審議の上御認定を賜りますようお願い申し

上げます。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたのでこれより質疑に入ります。質疑は議案ごとに行
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います。 

 なお、議員各位にお願いでございますが、認定案件については、後ほど所管委員会への付託審

査をお諮りし、委員会にて詳細なる審議を願う予定としておりますので、ここでは総括的、大綱

的な質疑を行っていただきたいと思います。 

 認定第１号、平成２１年度周防大島町一般会計歳入歳出決算の認定について質疑に入ります。

一般会計歳入歳出につきましては、歳入と歳出を分けて質疑を行います。 

 まず、歳入について質疑を行います。 

 なお、財産に関する質疑もここでお願いをいたします。質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  まず、１点は基金の状況であります。実際的にですね、各状況を

出されておりますが、積立額がですね、異常に、ふえた部分があります。例えば財政調整基金に

ついていえば、本来なら財政が厳しいとき取り崩すということでですね、対応していくというの

が中身ですが、例えば財政調整基金等についてもですね、将来の政策的、いわゆる、裏財源とい

いますか、そういう格好に使われる可能性があるという部分がですね、いわゆる、政策的な部分

に使われる金、町長の基本的な、いいですよという議会の提案でですね、それを使えると、いわ

ゆる、目的が限られてないわけです。そういうことでですね、今回もかなりの増額になっており

ますがですね、これについての考え方、聞いておきたいというふうに思います。これが１点です。 

 総括的ということですから、総括的にいきたいというふうに思いますが、もう１点はですね、

国の一次補正、二次補正、これがですね、いわゆる、自民党政権時代と民主党政権時代、２つの

政権にまたがって地方財政にかかわってきたというのが、２１年度の決算の特徴であります。こ

の点でですね、私もずっとしてきたんですが、例えば景気対策といわれる部分でね、景気対策と

もう一つは別の部分もあるかもわかりませんが、実際的にはかなりのですね、財政全体でですね、

かなりの国からの入り方でですね、これは歳出のほうでやったほうがいいかもわかりませんが、

実際的には車に充てておるという部分があるかと、金額的にはあれではないかもわかりませんが、

実際的にはかなりの購入台数に充てられたんじゃないか、これは私の錯覚ならね、車、いわゆる、

車の部分にあたっているのではないか。これは２１年度の特徴ではないかというふうに思うちょ

りますが、その点で実際的にはね、かなりの台数、トータルでは３台という報告ありました、財

産の調書で。３台という報告ありましたが、実際的に買い替えはかなりの部分があるんではなか

ろうかというふうに思いますので、その点でですね、聞いておきたいというふうに思います。 

 次にですね、今年度の補正も関係あるんですが、いわゆる、９月補正段階でですね、実際的に

は交付税の補正という部分があります。交付税の補正。それが、いわゆる、４億円何がしかの、

繰越につながっておるというふうに私自身は考えております。確かに、特交部分、３月末部分で

ですね、いわゆる、わからないという部分で特交がよくありますが、それ、特交の部分を引いて
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もですね、普通交付税部分についてはですね、実際的には９月補正で大型の補正を組むというの

が２１年度はですね、特徴じゃなかったかというふうに思うております。 

 その点でですね、実際的な財政当局はあのときですね、いや、これはわかりにくい部分があっ

たんだということでですね、答弁されとるというふうに思います。基本的な長い間基準財政需要

額と収入額の差がですね、実際的な交付税だということで、私たち議員もそれで基準財政需要額

幾らなんか、収入額幾らなんかということで、いわゆる質疑をしてきましたが、それにあらわれ

ん部分が、２１年度もあったんじゃないかというふうに思います。ほじゃけ、つかみにくい部分

を含めてですね、実際的な、もう決算ですから、基準財政需要額、収入額についてですね、基本

的には答弁を求めておきたいいうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  ３点にわたっての御質問だったかと思いますけども、まず、１点目

の基金、財政調整基金の考え方についての御質問ですけども、２１年度末約１６億の財政調整基

金を持っております。これが多いか、少ないかというようなことも含めてですけれども、将来に

わたっての財源になるんではないかというような御質問もあります。確かに、財政調整基金です

から財源不足等々に充てるための基金で、この規模が、幾らが妥当なのかという、いろんな議論

あるかと思いますが、いろいろ私も読んでみすと、標準財政規模の１０％から１５％が適当では

ないかというような論文等々も見ております。そういたしますと、うちの周防大島町の今の標準

財政規模約１００億円ですから、そうしますと、１０億円から１５億円ということでありますか

ら、今回の決算でいきますと約１６億円ですから１６％ということで、だいたいこの基準に近い

数字になってきてます。 

 それともう１点、今年度の特徴といたしまして、先ほど議員さんからもありましたように、国

の大型の補正、景気対策にかかわる補正が相当入ってきております。これを充当して、通常であ

れば一般財源で対応しなきゃならない事業、こういったこともこの景気対策の国の交付金で対応

できたといった部分で、ある程度こういった財政調整基金への積立も可能になったという背景が

ございます。したがいまして、この１６億円何がしという決算になったということで御理解いた

だければと思います。 

 それから、国の景気対策にかかる公用車、確かに、増減では３台の増という、会計管理者の報

告ありましたけど、これで何台かという細かい数字ちょっとあれですけれども、これも国の経済

対策に対応したエコカーへの更新ということで、大体基本的には、町が保有しておりました公用

車の１３年以上たっておった車、これを新たに廃車して更新したという考え方でありまして、確

かにその交付金の総額に対してはそんなにおっきい金額ではなかったと思いますけれども、確か
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に公用車の更新は相当台数を、この景気対策の対象になるということで更新をさせていただいて

おります。 

 それから、交付税の関係で、基準財政需要額なり、収入額の関係ですけれども、２１年度の基

準財政需要額が９０億４,６８９万９,０００円で、基準財政収入額が１５億７６０万円になって

おります。当初予算との予測がつかなかった部分ということでございますけども、これにつきま

しては昨年度、２１年度に地域雇用創出推進費というのが新たに創設をされました。これは、昨

年度２億３,７００万円ばかり措置されております。こういった部分が当初予算の時点でどの程

度措置されるか予測できなかったというような背景から、このような補正、４億円近い補正だっ

たかと思います。といった補正が出てきたというふうに記憶しております。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  次に、歳入の若干小さな部分聞いておきたいというふうに思いま

す。といいますのがですね、いわゆる、先ほど説明があった中でですね、実際的には現年課税分

の不納欠損が出ております。これは基本的には死亡に伴うということなのかどうなのか、改めて

聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう１点がですね、歳入にかかわる部分で、私はずっと特別土地保有税の問題取り上げ

てきました。実際的に国の法律改正が１５年か１６年ごろですね、あってですね、いわゆる、徴

収しないということでですね、実際的にはあれ以降特別土地保有税は徴収しないが、支払いはず

っと続いてきておると、今回７００万円余りのですね、実際的には出とるが、累計して１５年以

降ですね、どのぐらいですね、不納欠損が出ておるのか、改めてですね、わかる範囲で答弁を求

めておきたいというふうに思います。今不納欠損の残高処理が７００万円ちょっとですよね、い

わゆる、前年度不納欠損、その前年度の不納欠損等もですね、実際的にはなかったのか、あった

のか。すべて累積して７００万円台の状況だったのか、含めてですね、答弁を求めておきたいと

いうふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  吉岡税務課長。 

○税務課長（吉岡 信二君）  広田議員さんの質問にお答えいたします。 

 資料、成果報告書のほうの６３ページをお開き願いたいと思います。不納欠損の状況でござい

ます。６３ページの中段上のほうでございますけど、真ん中辺にございます。一般分につきまし

ては、不納欠損額は１,４５１万４,９３０円と、件数にいたしまして３５１件、国民健康保険に

つきましては４５９万５,１００円、件数で１５２件ということでございます。 

 ただいま、広田議員さんから特に質問がありました特別土地保有税は、平成１５年度の税制改

正により平成１５年５月分の申告からは課税停止ということになっております。このたび不納欠

損となりました８件の７５０万２,３００円でございますが、平成１４年度、１５年度に取得さ
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れた土地で、時効の５年がたち、平成２１年の４月４日をもって不納欠損となっております。 

 理由といたしましては、投資的な土地の取得ということで現在不良債権化しております。ほと

んどの会社が倒産のような格好になっており、納税義務者が行方不明等、調査ができず不納欠損

となりました。これまでの納付状況といたしましては、昨年１社ほど企業が判明いたしまして、

平成２０年度では１６万円の納付がありました。これが７５０万２,３００円が今までの累積の

すべてでございます。 

 以上でございます。 

 現年分はございません。滞納分でございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  あのね、私が質疑をしてるのは、現年課税分においてですね、不

納欠損が出ているんじゃないか、例えばちょっと４７ページ見てください。現年課税分で不納欠

損がですね、５万６,０５１円出ております。それは個人町民税にかかわる不納欠損です。それ

と、固定資産税部分でですね、例えば８万２,９００円、不納欠損が出ております。この不納欠

損は、いわゆる、滞納分じゃないわけなんです、現年分、あくまで現年課税分なんですよ。です

から、この５万６,０５１円と８万２,９００円についてはね、この不納欠損の性格は死亡に伴う

ものですかという質問をしました。その部分でね、現年はゼロですていうたら、これそのものが

ね、ちごうてくるんでね、勘違いじゃないか思うんで再質問しておきたいいうふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  はい、吉岡税務課長。 

○税務課長（吉岡 信二君）  大変失礼しました。特別土地保有税のとこだけがですね、質問かと

思いましたので、改めて６３ページ、一番上の町県民税からいきます。（発言する者あり）決算

書の４７ページ、町民税個人不納欠損額は５万６,０５１円、これは１名でございます。（発言

する者あり） 

○議長（荒川 政義君）  暫時休憩します。 

午前11時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時05分再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長（吉岡 信二君）  ただいまの質問につきましては、手元にちょっと資料がございませ

んので、資料でき次第、後ほど答弁したいと思います。よろしくお願いします。よろしいでしょ

うか。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒川 政義君）  ないようでありますで、質疑を終結します。 

 次に、歳出について質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  歳出について質疑をします。 

 まず、教育委員会関係であります。先ほど補足説明がありましたように、実際的には翌年度繰

越金、いわゆる２１年度から２２年度に向けての繰越金がかなり多いのが学校教育、とりわけ中

学校等であります。それで、中学校、小学校もそれ当然閉校そのほかありますから、実際的には

どういう状況かというのはわかりにくいですが、決算で言えることは、国から県に対して、耐震

計画について檄が飛ばされたというのが、つい最近、実際的には出ておりました、新聞。これは

教育委員会も見とると思いますが、実際的に耐震化率、いわゆる年度末耐震化率といいますか、

実際的に繰り越しを含めた時点での耐震化率といいますか、その点で答弁を求めておきたいとい

うふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  村田教育次長。 

○教育次長（村田 雅典君）  文科省のほうが、山口県に対して檄を飛ばしておるということでご

ざいます。これは、新聞にも載っておりましたが、８月２７日にそういうことがございました。 

 山口県の状況でございますが、山口県全体が、耐震化率がことしの４月１日現在で５３％でご

ざいます、山口県が。で、周防大島町の場合は７３.３％でございます。今まで、国のほうがい

ろいろな助成金なり交付金なり等々で、各市町に補助金等もおりてきておるわけでございますが、

これを受けまして、本町の場合は、来年の２３年４月１日現在の想定では８１.４％になるであ

ろうと。これ、工期の関係もございますので、基本的に今予算化して事業を進めておる内容につ

きまして、すべて完成すれば、来年の４月１日現在が８１.４％という予定でございます。 

 なお、参考までに、山口県においては２４年度末──今から２年後でございますが、２４年度

末までに耐震化率８０％を目指すんだというような話も前回あったようでございます。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 吉岡税務課長。 

○税務課長（吉岡 信二君）  先ほど大変失礼しました。４７ページの町民税の個人の不納欠損

５万６,０５１円でございますけど、これは死亡により相続放棄ということでございます。 

 で、中段、固定資産税でございます。８万２,９００円、現年分、これは清算ということで、

会社が倒産ということでございます。以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  引き続きまして、認定第２号平成２１年度周防大島町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑はございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第３号平成２１年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第４号平成２１年度周防大島町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  １件だけ質疑をしちょきたいというふうに思います。 

 老人保健会計については、償還のための会計として存続しちょるんじゃというのが、担当のと

ころの説明でありました。償還件数と今言った老人保健会計についての基本的考え方、いわゆる

既に老人保健会計は償還のためだけにある会計という部分かどうなのか含めて、答弁を求めてお

きたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  東原健康増進課長。 

○健康増進課長（東原 平典君）  老人保健事業特別会計につきましては、平成２２年度で確かに

特別会計を廃止する予定であります。今までの平成２１年度の数字といいますのは、平成２０年

度の３月診療分、これのみの決算であります。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  あわせて件数も報告をお願いしたいと、今回のいわゆる償還件数

です。 

○議長（荒川 政義君）  東原健康増進課長。 

○健康増進課長（東原 平典君）  決算の繰越金を９月補正に計上しまして、支払基金、国庫、県、

それぞれ返還となりますが、支払基金約５８万円、国庫へ３７万円、県へ９万円返還することに

なります。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 認定第５号平成２１年度周防大島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第６号平成２１年度周防大島町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑
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はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第７号平成２１年度周防大島町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第８号平成２１年度周防大島町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

  認定第９号平成２１年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第１０号平成２１年度周防大島町渡船事業特別会計歳入歳出決算の認定について、質疑は

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 認定第１１号平成２１年度周防大島町公営企業局企業会計事業決算の認定について、質疑はご

ざいませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りいたします。決算認定の質疑が終結しましたので、認定第１号平成２１年度周防大島町

一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成２１年度周防大島町公営企業局企

業会計事業決算の認定についてまでの１１議案を本日配布しております議案付託表により、所管

の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号平成２１年度周防大島町一般

会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号平成２１年度周防大島町公営企業局企業会

計事業決算の認定についてまでの１１議案を本日配布しております議案付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託することに決定をいたしました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１６、議案第１号平成２２年度周防大島町一般会計補正予算（第

３号）を議題とします。 

 補足説明を求めます。中野総務部長。 

○総務部長（中野 守雄君）  それでは、議案第１号平成２２度周防大島町一般会計補正予算（第

３号）について、補足説明をいたします。 

 別冊の補正予算つづりの１ページをお願いいたします。今回の補正は、第１条に定めますとお

り、既定の歳入歳出予算の総額に１３億５１８万１,０００円を追加し、予算の総額を１４７億

９,２９６万４,０００円とするとともに、第２条により債務負担行為、第３条により地方債の補

正を行なうものであります。 

 まず、歳入歳出予算補正の概要につきまして、事項別明細書によりご説明をいたします。 

 １１ページをお願いいたします。歳入につきまして、８款地方特例交付金は、交付額の決定に

より、児童手当及び子ども手当特例交付金を１,９９４万４,０００円、減収補てん特例交付金を

１,９８８万７,０００円追加するものであります。 

 ９款地方交付税は、普通交付税の交付額が７８億２,２３７万６,０００円と決定されましたの

で、５億２３７万６,０００円を追加計上するものであります。 

 １２款使用料及び手数料１項使用料につきましては、陶芸の館の利用増に伴う増額補正であり

ます。 

 １２ページをお願いいたます。１３款国庫支出金２項国庫補助金２目民生費国庫補助金は、介

護基盤緊急整備等補助金４３７万４,０００円の計上であります。 

 １４款県支出金１項県負担金４目衛生費県負担金は、新型インフルエンザ接種料軽減負担金

３６９万７,０００円の新規計上であります。 

 ２項県補助金４目農林水産業費県補助金は、農業委員会が実施する農地法関連事業の内容変更

に伴う補助金の組み替えであります。３項県委託金は、国勢調査委託費の追加計上であります。 

 １３ページの１７款繰入金は、財政調整基金の取り崩しを５,１９１万７,０００円減額し、財

源調整を行っております。 

 １８款繰越金は、平成２１年度からの繰越金を４億５,１７４万６,０００円追加しております。 

 １９款諸収入４項雑入２目雑入は、陶芸の館材料費の増額、海洋センター艇庫改修の完成に伴

うＢ＆Ｇ財団からの助成金７０万円の減額であります。 

 ２０款町債は、地域情報通信基盤整備推進事業補助金、いわゆるＣＡＴＶ整備事業補助金であ

りますが、これに充当する過疎対策事業債２億４,５００万円、１４ページの発行可能額決定に
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伴う臨時財政対策債１億７８６万円をそれぞれ追加いたしました。 

 １５ページからの歳出について、主なものを御説明いたします。２款総務費１項総務管理費

２目文書広報費は、地域情報通信基盤整備推進事業３億１,８１７万６,０００円の新規計上であ

ります。 

 岩国市にある第３セクターの株式会社アイキャンが計画する町内一円への光ケーブルによる、

ＣＡＴＶ網の整備は、地上デジタル放送への移行に伴う難視聴地域の解消が図られるとともに、

町からの行政情報や災害情報の伝達、安全安心サービスや超高速インターネット環境といった

様々な付加価値も提供が可能となります。加えて、行政イントラ網や医療系ネットワークをあわ

せて整備することにより地域情報通信基盤が確立され、情報通信格差の是正を通じての定住促進

や地域の活性化に大きく貢献するものと期待されます。 

 したがいまして、町として、株式会社アイキャンに５００万円の出資を行なうとともに、ＣＡ

ＴＶ網整備に対しその事業費の８５％を補助することとし、本年度分として３億１,３１５万

６,０００円を計上いたしました。 

 ５目財産管理費は、財産管理一般経費において、指定管理施設の修繕費及び備品購入費をそれ

ぞれ追加計上いたしました。施設の老朽化に伴う修繕、備品更新の増加への対応であります。基

金管理経費は、財政調整基金へ３億４,５５３万３,０００円、減債基金へ２億円、ふるさと創生

基金へ１億円を積み立て、土地開発基金へ５,０００万円を繰り出すことといたしました。 

 １６ページをお願いいたします。７目支所及び出張所費は、大島、久賀、東和の各支所経費の

工事請負費、原材料費、小規模施設整備事業補助金を増額し、地域の要望に対応するものであり

ます。 

 １１目諸費では、県災害基金納付金として５,０９９万８,０００円を追加計上いたしました。

平成１６年台風災害の復旧経費の財源として取り崩しを行ないました災害基金について、積立目

標額を一括納付することとしたものであります。 

 １７ページの５項統計調査費は、国勢調査委託費の増に伴う各費目の調整であります。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費は、介護基盤緊急整備等補助金を受け、グルー

プホームみかん畑のスプリンクラー整備を支援するものであります。 

 １８ページをお願いいたします。５目介護保険対策費は、介護保険利用者負担軽減対策事業補

助金の精算に伴う償還金の計上であります。 

 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費では、橘地区及び東和地区で開催するおはなし会のための

経費として３０万円を計上いたしました。財源は、本年も片添地区で開催されましたバイクイベ

ントの収益金の一部として、岩国米軍基地モーターサイクルクラブから２０万円、サッカーワー

ルドカップ日本代表である本町出身の岩政大樹選手から１０万円、それぞれ御寄付をいただきま
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したので、これを活用させていだだくものであります。 

 ３目保育所費は、蒲野保育所では保育士の産休に伴う賃金、日良居保育所では人事異動に伴う

代替保育士の賃金の計上が主なものであります。 

 １９ページの４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費は、女性特有のがん検診事業補助

金等の２１年度精算返還金の計上であります。 

 ２目予防費は、インフルエンザワクチン接種に係る経費の補正であります。インフルエンザワ

クチン接種につきましては、当初予算において、６５歳以上の高齢者に対する季節性ワクチン接

種経費を計上し、新型インフルエンザワクチン接種の低所得者負担軽減対策経費を平成２１年度

繰越事業で対応して参りました。このたび、１０月１日から、新型インフルエンザワクチンに季

節性インフルエンザワクチンを加えたワクチンを接種する方針が厚生労働省より示され、非課税

世帯等の負担軽減対策も継続されることとなりました。 

 したがいまして、新型インフルエンザワクチン接種が基本となりますので、昨年と同様に生活

保護者は無料で、非課税世帯の方は、申請に基づき償還払いにより自己負担額は無料となります。

また、６５歳以上の方は、季節性インフルエンザワクチン接種において自己負担を３割としてお

りますので、このたびも同様に、３割負担にて接種を行うこととしております。 

 なお、１３歳未満、すなわち小学生以下の児童につきましては、新型インフルエンザに罹患し

た場合、重症化するおそれがあり、接種も２回とされていることから、新型インフルエンザワク

チン接種に限り、非課税世帯の方と同様に町の独自施策として、申請に基づき、償還払いにより

自己負担額を無料にすることとしております。 

 以上の方針に基づき１回目３,６００円、２回目２,５５０円、予診のみ１,７９０円を基本に、

委託料及び扶助費の額を試算し予算の調整を行っております。あわせて住民周知に要する経費、

電算システム改修に要する経費を計上させていただきました。 

 ３目環境衛生総務費は、町営熊本墓園の排水施設の修繕費を計上いたしました。 

 ２０ページをお願いいたします。５款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費は、農地の現

地調査等を行う予定で予算計上をしておりましたが、制度改正によりその経費を減額し、農家台

帳の内容確認を行なうための経費を計上いたしました。 

 ３目農業振興費は、ガルテンヴィラ大島のガス給湯器等の修繕費の追加であります。 

 ７目農村環境改善センター費は、沖浦農村環境改善センターのホール照明器具等の修繕費の計

上であります。 

 ２１ページの３項水産業費２目水産業振興費は、漁業協同組合が行なう原地区巻き揚げ施設の

改修に当たり、その経費の７０％を助成するものであります。 

 ６款商工費１項商工費１目商工総務費は、緊急雇用創出事業により、新型インフルエンザワク
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チン接種に係る臨時職員の賃金を追加するものであります。 

 ２目商工業振興費は、竜崎温泉管理運営経費において、プール用トイレを和式から洋式への改

修、水風呂用チラーの移設等に要する工事請負費を、また、ながうらスポーツ滞在型施設管理運

営経費において、グリーンステイながうら芝生広場横ののり面補修に要する工事請負費をそれぞ

れ計上いたしました。 

 ３目観光費・観光一般経費は、市販のロードマップを購入、配布し、観光客の増大を図るとと

もに、片添地区にある老朽化し不要となった貯水槽を解体する工事請負費を追加計上しておりま

す。 

 ２２ページをお願いいたします。７款土木費２項道路橋りょう費１目道路橋りょう維持費は、

家房地区東脇久保線他の改良に伴う用地測量委託料の追加、日見地区藤田線他の町道改修工事費

９５６万８,０００円の追加、町道地田上中辻線の借地部分の用地購入費の計上であります。 

 ２目道路新設改良費は、町道上浜線について、明新橋付近の用地について未解決部分がありま

したが、このたび代替地を提供することにより御理解が得られましたので、その代替地の分筆測

量委託料及び購入費を計上するとともに、未施工部分の工事請負費を計上するものであります。 

 ３項河川費２目河川建設費の河川整備事業は、秋地区江頭川改修工事費１３０万円を追加いた

しました。 

 ２３ページの６項住宅費１目住宅管理費は、広屋住宅駐車場舗装及びおれんじヒルズ換気扇設

置に係る工事請負費の計上が主なものであります。 

 ９款教育費１項教育総務費２目事務局費では、文化庁が主催する子どものための優れた舞台芸

術体験事業が、橘総合センターで開催されることになりましたので、これを鑑賞するため、町内

小学生を送迎するバスの借り上げ料を追加計上いたしました。 

 ２４ページをお願いいたします。２項小学校費１目学校管理経費の小学校管理事務局経費は、

各小学校の修繕費の追加、城山小学校のシロアリ駆除に要する委託料、油田小学校キュービクル

改修、和田小学校火災警報器修理に係る工事請負費を追加しております。 

 ３項中学校費１目学校管理費中学校管理事務局経費は、各中学校の修繕費の追加及び久賀中学

校雨漏り修繕工事の計上であります。 

 ２５ページの４項社会教育費５目社会教育施設費は、東和総合センター等４施設の消防設備等

の修繕費の追加及び陶芸の館の利用増に伴う原材料費の追加補正であります。 

 ５項保健体育費１目保健体育総務費は、岐阜市で開催される全国体育指導員研修会へ参加する

ための経費の追加であります。 

 ２６ページをお願いいたします。２目体育施設管理費の海洋センター管理運営経費は、海洋セ

ンター艇庫、トイレ更衣室新築工事の完成に伴う減額補正であります。総合体育館管理運営経費
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は、体育館アリーナの滑りどめのための床洗浄委託料の追加であります。陸上競技場管理運営経

費は、このたび４種公認継続審査が行われ、その指摘事項に対応するための修繕費、備品購入費

等の計上であります。 

 ３目学校給食費は、橘地区学校給食センターの保健所指摘に伴う床の修繕、浮島小学校給食調

理場の換気扇修繕費の計上であります。 

 ２７ページの１１款公債費１項公債費１目元金は、県から借り入れを行っております、きらめ

き支援資金につきまして、全額繰上償還の協議が整いましたので、その元金を計上いたしました。 

 １２款繰出金は、各特別会計の補正予算に伴う繰出金の調整であります。 

 以上が、歳入歳出予算補正の概要であります。 

 それでは、７ページに帰っていただきます。債務負担行為の補正についてでありますが、東和、

橘両地区の学校給食センターの調理業務等につきましては、平成２２年度までの契約で外部委託

により行なっておりますが、大島地区におきましても、現在の調理員が本年度末で定年退職する

ことから、外部委託することといたしました。 

 したがいまして、第２表のとおり、３地区の給食センター調理業務等委託料について、平成

２３年度より平成２５年度までの３年間の債務負担行為を設定するものであります。 

 以上が、平成２２年度周防大島町一般会計補正予算（第３号）についての概要であります。何

とぞ慎重御審議の上、御議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  まず１点が、歳入において、普通交付税についてであります。 

 先ほども普通交付税について質問をしましたが、実際的に今回の補正が、いわゆる普通交付税

分が５億２７３万６,０００円と、それと普通交付税に当たる国が１００％ということで見ます

臨時財政対策債、これが１億７８６万円ということで、かなりの多額になっております。この点

も、今年度当初、実際的に非常にわかりにくかった部分含めて、まず報告をお願いしたいという

ふうに思います。 

 といいますのが、普通交付税というのはいろんな考え方があるが、基本的には町が自由に使え

るお金いうことでは、基本なんです。いわゆるかなりのパーセントを占める状況なんですね。そ

ういう中で、例えば７５億円から８０億円ぐらいということになると、かなり大きな財源になっ

ております。ですから、やっぱり当然、今年度どういう状況でつかみにくかった、当初予算計上

できなくて、この時期のいわゆる計上になったのかいう部分、理論的な部分の答弁をお願いした

いというふうに思います。かなり多額だというふうに私は認識しておりますので。また、今年度

の基準財政需要額及び収入額についても、答弁を求めたいというふうに思います。これが１点で
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す。 

 ２点目は債務負担行為で、大島中学校の学校給食、退職者があるんでいわゆる委託で行いたい

ということでありますが、何で職員採用をしないのかという点で、財源だけで職員採用をしない

というのは、きめ細やかな子供たちに対応する予算としては、非常に私はまずいんじゃないかと。

やっぱり一定程度きちっと採用をして、やっぱり直接すべきだというふうに認識をしております

が、その点で基本的考え方、聞いておきたいというふうに思います。 

 次に、その他歳出について聞いていきます。今回の補正の歳出の大きな特徴が地域情報基盤整

備、いわゆるアイキャンの加入と各基金への積み立て、これが２つの大きな特徴ということにな

ると思います。それで、今まで議会運営委員会並びに実際的な全協、その中でも基本的質疑をし

てきましたが、１つは過疎債の充当率です。これについて今年度、一応３億１,３１５万

６,０００円のいわゆる基盤整備推進費と出資金５００万円ということになっておりますが、そ

れぞれ過疎債の充当率についてはどういう状況なのか、聞いておきたいというふうに思います。 

 それともう１つただしておきたいのが、推進事業補助金の基本的考え方です。私、議運のとき

にも指摘しましたが、その１０億円が高いか安いかについて基準を持つとすれば、いわゆる既に

アイキャンが、合併前後して、例えば合併したところでも、実際的には周東にしても、美和、美

川それぞれいろいろあると思いますが、周東等、本郷等については結構、合併した周防大島町と

一緒ぐらいの面積があるんじゃないかということで、その概算事業費について調査しときなさい

ということを言っておりますので、改めてこの場で答弁を求めておきたいというふうに思います。 

 それと２点目が基金管理経費で、実際的には６億９,５５３万３,０００円を財調と減債とふる

さと、それと土地開発基金に合わせて６億９,５５３万３,０００円、いわゆる基金及び繰出金に

なっておりますが、実際的に財調ほか一体基金の残高が幾らになるのかという点について、改め

て聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  ちょっと包括的に、私のほうから先に全体的なことを申し上げたいと思

います。 

 一番初めにありました地方交付税の話なんですが、なぜつかみにくかったのかということでご

ざいますが、要するに国の予算と市町村の予算とが同時に、並行的に１月から３月ごろに編成さ

れるわけでございますが、御存じのようにこの２０１０年、平成２２年度の国予算では、地方交

付税を約１兆円増額したということでございます。これが実際に可決されるのは、この町の予算

編成よりまだ後になったという状況でございまして、これは一つの地域主権の大きな第一歩だと

いうことで、私たちのような地方自治体にとりましては、非常に歓迎すべきということで高く評

価されておるというところでございます。 
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 これが第１点、つかみにくかったということは、実際に概算要求とか予算要求が出ておりまし

たが、当然、国の予算が決まってなかったということでございまして、結果的にはこの７月です

か、山口県全体で普通交付税が８.１％の増額ということで、大きな増額になったということで

ございますが、これは要するに、私たちは歓迎すべきほうに振れておるということでございまし

て、これがマイナスのほうに来とったら大ごとだということでございますので、それはよかった

というふうに歓迎してるところでございます。 

 ほかのことにつきましては、各担当者から答弁させますが、１点はＣＡＴＶのことでございま

すが、ＣＡＴＶにつきましては、２度ほど全員協議会を持ってから、皆さんに御説明をさせてい

ただきました。そうした中で、要するに玖珂郡あたりの問題が今ありましたので、これも説明す

ると思いますが、要するに岩国市が広域合併したときに、旧岩国市内以外のところ、要するに由

宇、玖珂、周東、美和、美川、本郷、錦というところでございますが、ここらあたりはＣＡＴＶ

が入ってなかったということで、この周防大島町とよく似たような地域でございまして、１つに

は難視聴が大変多く、共聴組合があちこちにできておったという状況でございました。それで、

岩国市におきましては、平成２１年度までに、すべての合併した旧郡部のほうの拡張をやるとい

うことで、これに対して第三セクターが実施する民設民営の方向をとって、そこに補助金を出し

てやらそうという形をとったようでございます。 

 それで、私たちも先般からお話しましたように、公設公営、公設民営、民設民営という３つの

方向でいろいろ検討をしてきたわけでございますが、いずれにいたしましても、やはり私たちが

そういう運営についてノウハウを持っていないということからして、やはり民設民営が一番いい

ということでございますが、御存じのように、民設民営といいましても、当然需要見込みが少な

いわけでございますから、ある程度の高率な助成をしないと、当然事業者のほうとしては取り組

めないということでございまして、柳井市の例とか岩国市の例とか、そういう地域のことをいろ

いろ参考に検討をさせていただきました。 

 それで、結果的に岩国市の例に倣った形で、岩国市の旧郡部の整備に倣った形で、民設民営と

いう形を今回取り組んでおるわけでございますが、これは岩国市の旧郡部とまたこの周防大島町

が違うのは、地域の公共イントラという公共施設を張りめぐらす光ケーブル自体が、周防大島町

にはまだできておりません。玖珂郡部については、ある程度そこが整備されておったということ

で、今回私たちは、このＣＡＴＶ光ケーブルにあわせて公共イントラも施設整備していこうとい

うことでございますので、若干、岩国市が玖珂郡に助成したよりも高率な助成をしなければ当然、

放送事業者にすれば、公共イントラはまったく関係ないわけでございますから、その部分につい

ては町が独自にやるべきだというふうに思っておりますが、やるんであれば一緒に整備していた

だいたほうが、当然効率的なということでございますから、そういう形にして、先般もお話しま
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したように、その公共イントラ部分は、当然町が整備しなければならない部分を含めて、放送事

業者に整備してもらって、その部分を補助金として上乗せするという形にいたしまして、細かい

数字はまた必要であればお示ししますが、今のところ、全体事業費の８５％を町が助成し、

１５％を放送事業者が負担するということでございます。 

 個別個別にいろいろとずっと検討をしたわけでございますが、町の公共イントラ、または医療

ネットワーク、または離島への無線放送施設とか、大変お金がかかる部分を事業者としては担わ

なければならないということからすると、ある程度の高率な補助にならざるを得ないということ

でございます。その内訳の中身につきましては、また細かい計算をいたしておりますのでお示し

してもいいと思いますが、そういう形で今回の助成する額を決めたわけでございます。 

 それを２２年度と２３年度に分けて助成しようというわけでございますが、御存じのように、

来年の７月２４日でアナログ放送が廃止になります。そうしたことを思いますと、少なくとも、

地上デジタル放送の視聴がかなわないところ、要するに難視聴といわれる家庭につきましては、

来年の４月から７月までの間に整備をしなければこれに間に合わないということからいたします

と、それが約１,０００戸弱あるわけでございますので、そこに対応するためには、できるだけ

早く取り組まなければならないということでございまして、それで２２年度の補正という形にな

ったわけでございます。 

 そういたしますと、その配分額につきましても、２２年度に行う部分と２３年度に行う部分は、

当然事業費を分けなければならないわけですが、それを放送事業者のほうと協議をいたしまして、

今回提案をさせていただいておるということでございます。 

 また、玖珂郡のほうの整備費用がどのぐらいだったかということは、また課長のほうからも説

明させます。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず１点、歳入のほうの交付税の関係で御質問をいただきました。

まず、基準財政需要額と収入額のほうからお知らせいたします。基準財政需要額が９２億

５,７８４万円、で基準財政収入額が１４億２,７８７万９,０００円となっております。 

 で、当初予算との乖離の部分といいますか、当初予算で計上できなかった部分がどういったも

のがあるのかという御質問でございますけれども、今年度、先ほど町長がちょっと触れましたけ

れども、当初予算におきまして、地域活性化・雇用等臨時特例費というのが約１兆円という話で

すが、９,８５０億円、交付税の中に計上されておりました。 

 このうち、雇用対策地域資源活用臨時特例費ということで、４,５００億円が措置されておる。

これにつきましては、ちょっと２１年度の決算でも触れましたが、地域雇用創出費の部分とほぼ

同じ考え方で配分されるように説明がございましたので、この部分については当初予算で計上を



- 35 - 

しておりました。逆に言うと、２１年度の地域雇用創出費がなくなって、この雇用対策地域資源

活用臨時特例費のほうに振りかわったということで、これはほぼ同額を計上しておりました。 

 しかしながら、残りの５,３５０億円、これは活性化推進特例費ということで措置されるわけ

なんですが、これの配分方法がまったく当初予算ではわからなかったということでございます。

で、これが今回の決定によって、各都道府県あるいは市町村に交付されることになりまして、こ

れの結果で、特に本町におきましては、高齢福祉費あるいは保健衛生費のほうに主に当たってき

てるんではないかと思われますけれども、そこらあたりが大きく伸びたということでございます。 

 それからもう１点、臨時財政対策債、これも約１億円ばかり伸びてきております。これにつき

ましても、従来は人口基礎方式ということで、人口に基づいて臨時財政対策債の借入可能額が決

定されておったわけなんですが、これに、今年度から財源不足額基礎方式という新たな計算方法

が追加されました。この財源不足額基礎方式の計数がまったく当初予算時不明でありましたので、

そこらあたりを当初予算では計上といいますか、見込みがつかなかったものですから、そこらあ

たりが当初予算に計上してなかったということで、このたび約１億円の追加になったという事情

がございます。 

 それから、次の歳出のＣＡＴＶの関係の過疎の充当率の御質問がございましたけど、これも今、

町長から若干説明ありましたけども、総額約１０億円のうちに地域イントラ、要するに行政のパ

ソコン等々のネットワークシステム、これは単独でやれば約２億円程度かかるんではないかとい

うようなことでございます。ですから、その部分については一般財源で対応しようと。ですから、

１０億円のうちの約２億円ですから、２０％。この部分については単独で行うという考え方から、

今回の補助額の８０％について、過疎債を充当しておるということでございます。 

 それからあと、基金の残高についての御質問がございましたけれども、今回の補正を踏まえま

して、まず財政調整基金の残高ですけれども、これが１９億９,９５８万５,０００円の見込みで

あります。それから減債基金、これが３億５,２４７万５,０００円、それからふるさと創生基金、

これが４億７０１万９,０００円、それから土地開発基金でございますけれども、土地開発基金

が１億７,０５３万６,０００円の見込みであります。 

○議長（荒川 政義君）  村田教育次長。 

○教育次長（村田 雅典君）  債務負担行為に関連いたしまして、学校給食関係なぜ正規職員を採

用しないのかという御質問でございます。これにつきましては、定員削減計画等の絡みもござい

ますが、合併後に作成いたしました周防大島町集中改革プランによりまして、いろいろな各方策

を推進しております。 

 その中で、給食センターの関係につきましては、平成１７年度当初の現状につきましては、東

和給食センターの調理業務に要する経費は、他の３つの給食センターに比べて安価となっており、
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他のセンターの運営方法の見直しが必要であるということがうたわれております。 

 当時は、正規職員の調理員がおりまして、人件費が相当な部分を占めていたところでございま

すが、民間にできるものは民間にということから、東和給食センターは既に合併前から民間に委

託しておりますけれども、その他の部分につきましても、正規職員の退職等の動向を見ながら、

高齢化してきておる職員は新規補充は行わないということで、退職する年度の翌年度以降から、

調理業務を民間に委託するという方策をとってきております。 

 したがいまして、既に橘の給食センターは平成２０年度から、久賀の給食センターは平成

２２年度から、そして今回、大島の給食センターは平成２３年度からということで、すべての

４つの給食センターにつきましては、２３年度以降はすべて委託になるということでございます

ので、御理解をいただいたらと思います。 

○議長（荒川 政義君）  星出政策企画課長。 

○政策企画課長（星出  明君）  玖珂郡区のケーブルテレビ網の整備費ですけれども、周東、由

宇、玖珂、美川、錦管内ですね、７億１,０００万円かかっております。それで、もちろん地域

イントラを除いた経費です。で、平成１７年に、旧岩国市と玖珂郡区が、広域で地域イントラの

整備を行っております。その経費が１４億円かかっております。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  実際的に、周東、由宇、美和、美川、本郷、これを合わせて、実

際的にはケーブル部分を合わせて１４億円と７億円、いわゆる２１億円でやっとるということが、

答弁になっております。私たちが、その工事費等について高いかどうかというのが、やっぱり面

積から見る、基本的な考え方。 

 面積から見るというのは、ケーブルを引っ張る長さですよね、それから見る見方と、実際的に

どうなのかという点があるんですが、先ほど町長たびたび、かなり高額ないわゆる推進補助をせ

んとなかなか入りにくいということでしたが、それにしても面積比率からいうと、かなり高額、

いわゆる地域イントラ部分をのけたとして８億５,０００万円、８億円ですか、ちょっと今、数

字があいまいになったらいけませんが、実際的には８億円余りということで、かなりそれにして

も高額な部分だというふうに思われますので、例えば示されるべき資料があれば、もうちょっと

出していただきたい。 

 既に、全協のときに要請した資料のうち、貸借対照表等についてはいただきました、全協で申

し入れてですね。でも、やっぱりこの周防大島町の整備費よね、これの実際の金額高いかに触れ

たところは、町長が言うには、県等にもいろいろ聞いてみたという１行が実際的にあるだけなん

ですよ、信頼すべき数字としてね。ほじゃけ、もっと信頼すべき数字を、私は議会に提出しても
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ええんじゃないかというふうに思いますので、例えばいわゆる実際的な推進費ですね、工事に対

する補助費の考え方についてのもう少し詳しい資料。これは、ほかの議員さん方が要求するかど

うかは別にして、やっぱり議長のほうから求めていただきたいというふうに思います。これは光

ケーブルにかかわる部分です。 

 それと、あと小さな点で聞きたいというふうな点が何カ所かありますので、聞いておきたいと

いうふうに思います。 

 ページ数２２ページ、これは道路橋りょうと道路新設改良ということで予算計上されておりま

す。実際的な道路橋りょう維持費が１,２７６万２,０００円、それと道路新設改良費が

１,２３２万５,０００円とそれぞれあります。それぞれ別個のとこと思われますが、工事箇所に

ついて明示を受けたい、それぞれ道路橋りょうと道路新設の工事箇所について質問をしておきた

いと思いますし、土地購入費も、それぞれ２４８万４,０００円と７０７万５,０００円、道路新

設改良のほうでは、いうふうにありますので、それぞれ単価的なものを含めて、単価確定しちょ

るんか、今から交渉なのかちょっとようわかりませんが、実際的には報告を求めておきたいとい

うふうに思います。 

 それと、いわゆる一括償還の、繰り上げ償還の関係であります。公債費のうち１億４,５９３万

５,０００円が県のきらめき資金、全額繰り上げということであります。これは、全然返しがない

分、いわゆる町独自が全額払うていくという部分ですが、町が全額払う部分がほかにもあるのか

どうなのか。ほかにも、実際的には償還に際しての補助が全然ないこう、町が単独一括してから

払うていかんにゃいけんちゅう起債の部分がね、他の部分があるのかどうなのか含めて、答弁を

求めておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  嶋元産業建設部長。 

○産業建設部長（嶋元 則昭君）  それでは、道路橋りょう維持管理と今の道路新設改良について

お答えいたします。 

 件数につきましては、道路橋りょう費の公有財産につきましては３件でございます。そして、

単価につきましては、高いところで平米３万円でございます。そして、工事箇所につきましては、

１３カ所を予定しております。これは、梅雨前線の豪雨による応急と修理でございます。 

 道路新設改良につきましては、道路箇所は町道上浜線の１件でございます。そして、単価につ

きましては、坪が１０万円ということになっておるので、３万４００円でございます。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  ＣＡＴＶの件でございますが、今お話がありましたように、確かに大き

な投資をするわけでございますから当然、事業費の決定については慎重でなければならないとい

うのは、当然のことでございます。そこで私たちは、初めに決めたのは、公設公営か公設民営か
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民設民営かということで、いろいろ検討した結果、一番リスクが伴わないのは民設民営であると

いうことからして、その取り組みを始めたわけでございますが、しかしながら、そういたします

と、当然民設でやってくれる事業者がおらなければならないわけでございます。 

 そこで、先般もお話しましたように、近隣にあります柳井市の第三セクターにまずお話を持ち

かけたんですが、実は、柳井市は大島まで、補助率の高い高額補助をいただいたとしても、今の

ところ取り組むのは困難であるという御返事をいただきましたので、当然岩国市の三セク、柳井

市の三セク、まあ下松まで行くかどうかはちょっと検討したんですが、その２社で比較検討をし

て、金額とかサービスの内容とかをやってみるのが一番よかったと思っておるんですが、柳井市

のほうがそういう状況でございましたので、岩国市のほうに行きまして、岩国市も大きな出資者

でございますから、岩国市長とも協議いたしました。その結果、岩国市のほうは御了解いただけ

るということですから、それで会社のほうと協議したわけでございます。 

 そういたしますと、もうほかの他社、例えば下関とか山口とか周南とかいうとこからの大島に

対する入りませんかと、民設でやりませんかというお話は当然なかなかできない。今の時代です

から、それはできないことはないかわかりませんが、当然割高になるという可能性が高いし、や

はり将来の周防大島の地域の放送、地域情報を放送するのに非常に不便であるということからし

て、岩国のアイキャンという事業会社、放送会社を協議を進めたわけでございます。 

 それで、これはちょっと形態が違うわけですから、なかなか参考にはなりにくいんですが、先

般も申し上げましたように、町の防災行政無線をやりました企業の見積もりはいただいておりま

す、まあ提案ですが。それは、実はこれ公設民営の事業です。公設民営というのは、要するに町

が予算を組んで、町が設計して入札をして、事業をやって、それで町の財産として光ケーブルを

持つ。そして、それを事業者に貸し出すということの事業費の整備費なんですが、実はこれが

１９億円と。これは、見積もりいただいてますんで、またお見せしてもよろしゅうございますが、

そういう形でございました。 

 それじゃ、何で放送事業者のほうがそんだけ差があるんだろうかということも検討いたしまし

たが、当然、放送事業者は既に今、自前の、抱えているかどうかわかりませんが、自前の工事会

社とは密接にやっておるはずなんですね。実は、今の整備をやったのが２１年まで整備をやった

わけですから、当然、民間民間で整備を進めております。民間民間というのは、放送事業者が整

備の工事会社に、民間同士で発注しておるということです。 

 だから、当然、その放送事業者は、自前に工事屋さんも抱えて、ある程度、協力会社としての

工事会社も抱えておるということですから、当然価格的には非常に安くできるんではないかとい

うことがあります。私たちがもし整備するとしたら、町で設計して町で工事発注するわけですか

ら、当然、まったく関連のない会社になる可能性もありますし、そういうことからして、公設で
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やるほうが割高になるというふうには考えられるわけでございます。それで、公設でやったとき

は１９億９６万円という見積もりをいただいております。 

 これは最近いただいた見積もりなんですが、それよりもう１つ前に、平成１６年の３月に、合

併直前にこの調査が行われております。このときには、実は周防大島高齢者モデル居住圏構想推

進協議会が、相当大きなお金をかけて調査をやっております。このような冊子もできておるんで

すが、それのときは、地域公共イントラネットとＣＡＴＶ、さらには光ケーブル全部巻くと、ま

た無線を利用した離島へのネットワークもつくるという試算結果で、２９億５,５８０万円とい

う。これは公設公営だと思います。 

 そういう形が出ておりますので、公設の部分が２９億円ということでございましたから、それ

らから比べると、民設民営という形であれば、それが格安になるんではないかという判断を下し

たわけでございます。 

 それで、いただいておる事業費の内訳でございますが、全体事業費で１０億８,７５８万

４,０００円で、そのうち公共イントラネット部分が２億１,０００万円、そしてＣＡＴＶ、イン

トラも多分重複するところもたくさんあると思うんですが、ＣＡＴＶ部分が８億７,６９０万円

という額でございまして、それを通常のＣＡＴＶ部分だけを２５％対７５％というふうに分け方

をしたのでは、なかなか事業会社のほうは厳しいということからして、岩国市の場合は、地域イ

ントラはもう既に、その以前に１４億円もかけて管内全域を整備しておりましたので、それを借

りるという部分がたくさんあったわけでございます。それがうちの場合は、地域公共イントラも

含めて、医療ネットワークも含めて、離島も含めてやるということでございますから、全事業費

を放送事業会社にやらせて、それの補助を８５％対１５％というふうに決定したわけでございま

す。 

 ぜひとも、この補助率につきましても、岩国市が７５％でこちらが８５％ということになりま

すが、そこら辺に公共イントラが既に整備されとったのに、後のＣＡＴＶが乗っかっていくとい

うことになりますと、それは大分その設備を活用できるという部分もありますので、当然補助率

のほうとすれば高く設定しなければ、事業者のほうとしては、こういう過疎地域の事業はやりに

くいということになるんだろうと思っております。 

 いずれにしても、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今回、繰り上げ償還を行いますきらめき資金ですけども、これにつ

いては元利償還に対する交付税措置はございません。 

 で、それ以外にあるかという御質問でしたけれども、何件かあったかと思いますが、これにつ

いては政府系の金融機関等から借り入れておりますので、これを仮に繰り上げ償還しますと保証
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金、要するに利子相当分等々が必要になってきますので、繰り上げ償還困難かと思います。です

から、繰り上げ償還可能な交付税措置がされてない借り入れというのは、今回のきらめき支援資

金を償還することで、ほかにはないということになろうかと思います。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  繰出金を見ていただきというふうに思いますが、今回の繰出金は、

老人保健事業と簡易水道、下水道事業、それぞれ合わせて４８６万２,０００円ということであ

ります。先ほど基金で言ったわけなんですが、実際的に基金が底をついとるのが、実は国保基金

なんです、実際的に。数百万円単位になってしもうちょると。 

 これ、一般会計からの繰り出しを一定程度しなければ、国保会計への繰り出しをしなければ、

実際的には国保会計は本当にパンクすると。この１２月に、例えば協議機関がありますよね。い

わゆる国保会計に対する委員会があるんですが、もうそういう状況が推定されれば、実際的には

もう値上げ答申をしましたちゅうのが、火を見るよりも明らかになるような、実際的にはなると

いうことが、非常に私は逆に危惧しちょるわけなんですよ。 

 それで今回も、これだけの９月補正で、かなりの基金を積み込むというのが、それは６億円余

り積み込むわけですから、それかなりの積み込みですよ。その中で、何でいわゆる国保会計に繰

り出して、基金のほうに積み立てんのかなというのが率直な疑問なんです。それについて町長の

ほうの基本……。 

 そりゃ確かに、今回、任意繰り入れをしたという事実も知っちょりますし、その他の状況も知

っちょりますから、答弁を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  国保会計と一般会計の関係ですけれども、御承知のように、今年度

当初予算で、任意での繰り出しを６,０００万円組んでおります。今年度国保の医療給付の関係

もまだ４カ月分ぐらいですか、実績出ておるの。そこらあたりの医療費の動向等も今後判断しな

きゃならないと思いますし、当然ルール分としての繰り出しは行っておりますし、今申し上げた

ように、任意での繰出金６,０００万円を組んでおる状況ですから、今後そういった医療費の推

移等々を勘案しながら、どういう対応をするかは今後協議する必要があろうかと思っております。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようですので、質疑を終結します。 

 討論、採決は、会期中の次の本会議といたします。 

 暫時休憩します。 

午後０時10休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午後１時09再開 

○議長（荒川 政義君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第２号 

日程第１８．議案第３号 

日程第１９．議案第４号 

日程第２０．議案第５号 

日程第２１．議案第６号 

日程第２２．議案第７号 

○議長（荒川 政義君）  日程第１７、議案第２号平成２２年度周防大島町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）から日程第２２、議案第７号平成２２年度周防大島町下水道事業特別会

計補正予算（第１号）までの６議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。田村健康福祉部長。 

○健康福祉部長（田村 敏範君）  それでは、私のほうからは、議案第２号から第５号までの補正

予算につきまして、補足説明を行います。 

 まず、議案第２号、２９ページをお願いいたします。今回の補正は、交付金、拠出金等の概算

額の確定に伴う財源調整及び平成２１年度決算に伴う精算が主なものでございます。本文で既定

の歳入歳出予算の総額に３３９万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億

７,０１３万９,０００円とするものです。 

 事項別明細書の３５ページをお願いいたします。歳入から御説明いたします。４款療養給付費

等交付金、これは追加交付がございませんので、過年度分１,０００円を減額いたします。 

 それから、５款前期高齢者交付金は、概算交付額の決定により７０万９,０００円を追加。 

 １０款の繰越金は、前年度繰越金として２６８万５,０００円を追加いたします。 

 次に、歳出でございます。３６ページをお願いします。２款１項１目の一般被保険者療養給付

費につきましては、これは財源の振りかえでございます。 

 ３款１項１目の後期高齢者支援金は、概算支出額の確定により５４万７,０００円を増額、

２目の事務費拠出金は３,０００円を減額いたします。 

 ４款の前期高齢者納付金は、概算納付額の確定により３万１,０００円を減額。 

 ５款１項１目の老人保健医療費拠出金は、拠出額の確定により６,０００円を減額いたします。 

 ６款介護納付金につきましては、確定により４７万円を減額いたします。 

 １０款１項１目の償還金につきましては、２１年度退職者医療療養給付等交付金、これの超過
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交付分返還金、これが５２万７,０００円、それから出産育児一時金の精算で１０万円、合わせ

て６２万７,０００円の返還を計上いたしております。 

 ３８ページ、１２款の予備費では２７２万９,０００円を増額し、財源調整を行っております。 

 以上で、平成２２年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算の補足説明を終わります。 

 次に、議案第３号、３９ページをお願いします。平成２２年度周防大島町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算につきまして、御説明をいたします。 

 今回の補正は、平成２１年度決算に伴う精算を行うものです。本文で既定の歳入歳出予算の総

額に、歳入歳出それぞれ９５万５,０００円を追加いたしまして、総額を４億２,９７３万

６,０００円とするものです。 

 事項別明細書４５ページをお願いいたします。４款の繰越金は、前年度繰越金として９５万

５,０００円を追加いたします。 

 次に、歳出でございますが、４６ページ、２款の後期高齢者医療広域連合納付金へ９５万

５,０００円を追加いたします。平成２１年度の保険料のうち、３月末までに納付いただいた保

険料につきましては、負担金として広域連合のほうへ支出をいたしておりますが、４月、５月の

出納整理期間に納入された保険料につきましては、繰越金として計上いたしまして、精算納付分

として翌年度に納付するようになります。これにより、平成２１年度の会計は実質ゼロ決算とい

うことになります。 

 以上で、平成２２年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算の補足説明を終わりま

す。 

 次に、議案第４号平成２２年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算につきまして、御説

明をいたします。 

 今回の補正は、２１年度決算に伴う精算を行うものです。それでは、本文で既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ１０４万２,０００円を追加いたしまして、総額を７０８万

５,０００円とするものでございます。 

 事項別明細書、５３ページをお願いします。歳入から御説明します。１款支払基金交付金１項

１目の医療費交付金は、過年度収入はありませんので１,０００円の減額でございます。 

 ２款の国庫支出金、３款の県支出金につきましても、同様に過年度収入がございませんので、

それぞれ１,０００円の減額でございます。 

 ４款１項１目の一般会計への繰入金、これは財源調整により９万５,０００円を減額いたしま

す。 

 ５４ページ、５款の繰越金は、前年度繰越金として１１４万円を追加いたします。 

 次に、歳出でございます。２款１項１目の償還金は、前年度の支払基金交付金及び国庫・県医
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療費負担金の超過交付分の返還金といたしまして１０４万２,０００円を計上いたしております。

これにより、平成２１年度の会計につきましては、実質ゼロ決算ということになります。 

 以上で、平成２２年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算の補足説明を終わります。 

 次に、議案第５号、５７ページをお願いします。平成２２年度周防大島町介護保険事業特別会

計補正予算につきまして補足説明をいたします。 

 今回の補正は、平成２１年度決算に伴う精算を行うものでございます。本文で既定の歳入歳出

予算の総額に８,５３２万４,０００円を追加し、総額を３１億５,９９９万円とするものでござ

います。 

 事項別明細書、６３ページをお願いします。歳入でございます。８款の繰越金、これは前年度

繰越金として８,５３２万４,０００円を追加いたします。 

 次に、６４ページ、歳出でございます。１款２項１目の賦課徴収費では、前年度実績により、

過年度分の保険料還付金を３６万７,０００円減額いたします。 

 ３款の基金積立金は、前年度決算に伴う介護給付費準備基金への積み立てとして１,４２６万

円を増額いたします。 

 ６款の諸支出金では、前年度実績に伴う国等への返還金として７,１４３万１,０００円を計上

いたしております。 

 以上で、平成２２年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算の補足説明を終わります。何

とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  松井環境生活部長。 

○環境生活部長（松井 秀文君）  私のほうから、議案第６号及び議案第７号の補正予算について

の補足説明をいたします。 

 補正予算つづりの６５ページをお願いいたします。まず、議案第６号平成２２年度周防大島町

簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について御説明いたします。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算に１２６万９,０００円を追加し、予算の総額を９億

３,９０７万３,０００円とするものであります。 

 事項別明細書、７１ページをお願いいたします。歳入につきましては、一般会計から１２６万

９,０００円を繰り入れての財源調整であります。 

 ７２ページをお願いします。歳出の１款簡易水道費１項事務費１目総務費については、山口県

水道協会会費の２１年度久賀簡易水道事業の事業費確定に伴う事業費割負担金の増額であります。 

 ２款公債費につきましては、借り換えに伴う元金償還７９万６,０００円の追加計上でありま

す。 

 ３款諸支出金１項償還金１目還付金でございますが、過年度分水道使用量の漏水による減額で、
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還付金の増額であります。 

 次に、議案第７号平成２２年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてで

あります。 

 補正予算書の７３ページをお願いいたします。今回の補正は、第１条に定めますとおり、既定の

歳入歳出予算の総額に３６８万８,０００円を追加し、予算の総額を５億１,５８６万８,０００円と

するものであります。 

 ７９ページをお願いいたします。歳入につきましては、一般会計から３６８万８,０００円を

繰り入れての財源調整であります。 

 ８０ページをお願いいたします。歳出につきましては、１款公共下水費２項事業費１目維持管

理費において、東和片添浄化センターの曝気槽自動運転制御装置の取りかえ工事費３６８万

８,０００円の追加計上であります。 

 以上、議案第６号、議案第７号についての概要でございます。何とぞ慎重審議の上、御議決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第２号平成２２年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、質疑はご

ざいませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  国保会計の場合は、基本的にはずっとさっきから述べております

ように、いわゆる一般会計の繰り入れなくしては、独立採算対象とはできないというのが私の概

念でありますし、国保会計そのものは、低所得者及び年金そして仕事がない人という制度の性質

を持っております。 

 その中で今回、療養給付金等交付金が基本的には１,０００円減額、そして療養諸費の補正は

ゼロということであります。それで、実際的に療養諸費が前年度と対比できる部分としては、３、

４、５、６月診療分ですか、が基本部分とありますが、実際に療養諸費のほうが、対前年度と比

べて、この時点でどういう状況なのかというのが、私が一番心配している部分です。その点で、

まず御答弁をお願いしたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  東原健康増進課長。 

○健康増進課長（東原 平典君）  本年度の医療費の増加でありますが、療養給付費そして高額療

養費合わせまして約４,５００万円、これは４カ月分を通算して１２カ月ベースで直した数字で、

約４,５００万円の増となっておりますけども、減額、補正の対象としては、今回は上げており

ません。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  今回補正はゼロですと。ベースとしては、一応今現２０億
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６,３００万円余りのベースがあるんで、今回は上げてないということであろうかというふうに

思います。 

 そうした中で、今年度の支出の特徴として、当初予算のときに精薄の負担部分の変更の部分が

あるということで、予算つくるときに、予算提案するときに執行部が説明されたと思いますが、

その部分の影響ちゅう分について、今現わかりますか。 

 また、国保会計そのものが、実際的にいわゆる広域化という名前で大きく変わる、制度が大き

く変わるという部分があります。当然、今政権が変わる中でいろんな見直しがされておると思う

んですが、できれば国保会計の特徴として、広域化についてどういうふうに執行部のほうに言わ

れておるか、それも含めて答弁いただければ好ましいんではないかと思いますので、よろしくお

願いします。 

○議長（荒川 政義君）  東原健康増進課長。 

○健康増進課長（東原 平典君）  まず最初に、特別調整交付金のことだと思いますけども、特定

疾病にかかわりまして今回、前回平成２０年度から減額されております。それは、今年度も多分

減額されるとは思いますが、影響額としては約６,０００万円ぐらい出ると思っております。 

 そして、もう１つの件につきまして、広域化の問題ですが、このたび山口県でも広域の支援事

業としての協議会を立ち上げまして、もうその中に周防大島町も１名入っておりまして、私もあ

した初めての会議があるわけなんですけども、それによりまして、これからどういう話になるか、

まずそういう協議会を立ち上げるか、立ち上げないかというところからまず、あしたの会議から

始まると思いますので、これからのことになると思います。 

○議長（荒川 政義君）  椎木町長。 

○町長（椎木  巧君）  今までは、何とか国保会計がこうやってもってきたわけでございますが、

今御存じのように、２１年度の決算を今見られたとおりでございますが、要するに国保の基金を

１年で食いつぶすというような状況、なおかつ一般会計からの多額な繰り入れをやっても、やっ

と収支が保てたという状況でございます。 

 これは、特別調整交付金の問題等もありますが、やはりこのような過疎地域、または所得問題、

または高齢者が多いという問題とか、たくさんな要素が絡んでおるというふうに思っております。

これは、一周防大島町だけの問題ではなくて、いろいろな要素がありますが、全国的な話として、

広域化の話は当然出ておるわけです。実は御存じのように、後期高齢者医療は既に広域化された

形で今運営されておりますが、廃止になるということが明確になっておりますので、当然、今度

廃止になった後はどうなるのかといったら、これも明確ではありませんが、今のところ国保に帰

ってくる分が大分あるということになります。 

 そういたしますと、今ここで制度をどうこうって言われても非常に問題があるんですが、いず
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れにいたしましても、後期高齢者医療制度から国保に帰ってくるというような話になれば、今ま

でせっかく後期高齢者医療は広域化でやっておったと、今おる部分があるわけですから、反対に、

私たちとすればぜひとも国保、国民健康保険の制度自体をやはり広域化して、少しでも平準化す

るという形になるべきではないのかなということでありまして、これは非常に合併後、山口県も

そうですが、全国の町村会自体が、非常に、特別に小さな過疎地域を主体とした自治体が残って

きたという形になっておりまして、この中でもいろいろ議論がされておりますが、このように

１年で基金を全部食いつぶすとか、または基金の６０％以上の繰り入れをしなければならないと

かいうような、毎年毎年余りにもこういうふうに変動の大きい会計というのは、これから先非常

に不安があって、運営しにくいことになると思っております。 

 なれば、ぜひとも広域的な平準化になった財政運営ができるような保険制度を確立してもらい

たいというのが、私の気持ちでございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  質疑ですから、一般質問的にならん程度に触れちょきたいという

ふうに思いますが、今町長がいろいろ言われたし、今から先の流れについて、全体の流れを今答

弁されました。この中で、実際的にもうずっと私自身がニュースを見ておるのが、やっぱり新た

な矛盾が出てくる制度に変わっていく方向が強い。これは間違いなく言われる部分です。 

 それでまた、事務費等も、要らん金と言うたら素朴過ぎるかもわかりませんが、システム改修

等、また変な支出等が出てくるという可能性があります。それじゃけ、流れとしては、やっぱり

国がどのようにいわゆる医療制度を見ていくかという根幹にかかわる部分なので、新たな矛盾が

出ることについては、ぜひ首長としてきちっと議論していただきたい。 

 特に、後期高齢者医療が国保に帰るという段階で、新たな矛盾も出てきます。いうのが、今

７５歳ですが、基本的には６５歳以上が別枠になるというような情報もありますから、やっぱり

きちっと対応していただきたいということを述べて、質疑を終わります。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第３号平成２２年度周防大島町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）、質疑は

ございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  これは当初予算でも聞いておるんですが、実際的に後期高齢者医

療加入の人員等について、変動があれば報告を求めておきたいというふうに思います、加入状況。 

○議長（荒川 政義君）  東原健康増進課長。 

○健康増進課長（東原 平典君）  後期高齢者の被保険者数ですが、平成２０年度から平成２１年
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度当初までの考え方でいきますと、５,９７５人が５,９３５人、約４０人、人数は減っておりま

す。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第４号平成２２年度周防大島町老人保健事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第５号平成２２年度周防大島町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第６号平成２２年度周防大島町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はござい

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 議案第７号平成２２年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）、質疑はございま

せんか。平川議員。 

○議員（１４番 平川 敏郎君）  ８０ページの１目の維持管理費、先ほど部長からの説明の中、

ちょっと聞き取りにくかったんですが、東和浄化センターの曝気槽云々だったんですが、その名

称、それとこの曝気槽かなんか、ポンプかわからないんですが、そういったものの耐用年数があ

れば教えてください。 

○議長（荒川 政義君）  松井環境生活部長。 

○環境生活部長（松井 秀文君）  今回の機械ですが、東和片添の公共下水道の浄化センター、片

添にあるわけですが、ＯＤコントローラーって言いまして、曝気槽の中に、微生物で処理するわ

けですが、そこに、微生物を活性化するために、ブロアーで空気を送り込む装置があるんですが、

その装置、自動感知装置がちょっと故障しまして、今現在はタイマーでやっておるんですが、そ

の感知装置自体が稼動しないもんですから、タイマーで運転してもあんまり処理し過ぎとるとか、

処理せん水が流れるとかということで、言うならコントローラーの装置を更新するということで

あります。で、この耐用年数については１５年であります。 

 以上です。 
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○議長（荒川 政義君）  平川議員。 

○議員（１４番 平川 敏郎君）  今、耐用年数が１５年とおっしゃられましたが、もう１５年の

耐用年数が来たいうように判断していいんですか。例えば、１０年でもう取っかえますよとかい

うのがわかれば。 

○議長（荒川 政義君）  岡本上下水道課長。 

○上下水道課長（岡本 洋治君）  平川議員さんの御質問にお答えしたいと思います。 

 片添の浄化センター、今言うＯＤコントローラーですが、これにつきましては平成６年の

１０月に稼動を開始しまして、現在１５年以上を経過しております。また、当然故障してしまえ

ば、取りかえる必要があるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 以上で、議案第２号平成２２年度周防大島町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）か

ら議案第７号平成２２年度周防大島町下水道事業特別会計補正予算（第１号）までの質疑を終結

します。 

 討論、採決は、会期中の次の本会議といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第８号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２３、議案第８号周防大島町スクールバス条例の一部改正につい

てを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第８号周防大島町スクールバス条例の一部改正につい

て、補足説明をいたします。 

 町内を運行する防長交通株式会社路線バス大島本線の運賃が、本年７月に改定されたことに伴

い、同路線と重複し運行するスクールバス白木線の運賃改定を行おうとするものであります。 

 改定後の運賃については、別添の運賃表のとおりですが、下田から森野間については、従来の

１９０円が２００円に、下田口から周防長崎間は１６０円が１９０円となります。いずれも防長

交通株式会社路線バスの運賃変更に準じた改定となっております。 

 なお、施行期日は、地域公共交通会議の承認や利用者への周知を経たのち、平成２２年１１月

１日としております。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 
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○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。新山議員。 

○議員（４番 新山 玄雄君）  これは路線バスの変更に伴うということですが、今説明がありま

したけれども、周知をした上で施行すると、こういうふうにおっしゃいましたが、周知するとい

うのはどういうことを今考えておられるのか、その内容をお聞きします。 

○議長（荒川 政義君）  嶋元産業建設部長。 

○産業建設部長（嶋元 則昭君）  それではお答えいたします。 

 この路線バスにつきましては、限られた方が乗るように思われます。そして、そのバスの運行

者におかれましても、バスの中にも運賃表は張ってからお知らせする、停留所にもお知らせする、

そして広報でも出すような予定にしております。 

○議長（荒川 政義君）  新山議員。 

○議員（４番 新山 玄雄君）  広報だとかバスの中とか。各自治会なんかに、こういう計画にな

ったというようなことで、住民にもうちょっと丁寧にお知らせするように配慮したほうが。これ

は生活路線なので、もうこれしかないので、やっぱり結構関心も高いんだろうと思いますので、

その徹底の仕方をもう少し配慮していただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（荒川 政義君）  嶋元産業建設部長。 

○産業建設部長（嶋元 則昭君）  周知するようにします。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  今、補足説明を聞いておりますと、下田─森野が１０円の引き上

げ、それで下田口─長崎が３０円の引き上げということですが、この間、混乗がスタートして、

実際的な乗降人員調査はまずされたのかどうなのか。特殊な人が乗るっちゅうんじゃなしに、実

際的にはそのバス会社が運行しないからスクールバスで運行して、なおかつ実際的にはその地域

の人に乗ってもらうというのが、このスクールバス混乗の基本的考え方だろうというふうに思う

ておりますが、実際的にこの間、例えば一般の、元走っておったＪＲにしても防長にしても、基

本的には値上げ前には乗降人員調査をしたりいろいろやっとるわけなんです。その辺について、

実態はどうなのかという点で。それと平均値上げ率、これわかれば答弁に入れていただきたいと

いうふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  嶋元産業建設部長。 

○産業建設部長（嶋元 則昭君）  ６月に乗降を調べた結果、乗っている乗客はゼロでした。区間

が限られておりますんで、防長バスと重複する区域の変更になりますので、変わらない区間はた

くさんあります。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 



- 50 - 

○議員（８番 広田 清晴君）  もう１つの部分、答弁をお願いします、平均の部分は。 

○議長（荒川 政義君）  値上げ率。嶋元産業建設部長。 

○産業建設部長（嶋元 則昭君）  距離によって違うんですが、１０円ということで、９００何ぼ

の区間からすれば１％、近い１６０円が上がるところについては、その割合が四、五％になると

思います。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  これ認識等があると思うんですが、実際的に私、せっかく混乗運

営してゼロというのは、ちょっと信じられんような利用状況なんですよ。いわゆるスクールバス

が運行しますと。そういう中で、例えば、一般の乗車状況がゼロというのは、非常に考えにくい

部分だというふうに思います。それだけ頼りにされてないといえばあれです。いや、それは民間、

いわゆる防長バスが走る部分とは別個に運行する部分ですからね。それは当然、その地域におい

ては混乗しかないという路線もあるわけですから。いわゆる佐連線についてもですね。実際的に

は今あれじゃないんですか、運行状況。ちょっと私もわからんですがね。状況報告含めて、乗降

人員がゼロというのは、ちょっと非常に考えられないんですが。事実なんですか、一般乗降。 

○議長（荒川 政義君）  吉村商工観光課長。 

○商工観光課長（吉村 昭夫君）  じゃあ、私のほうからお答えをしたいと思います。 

 今ゼロと申しましたのは、下田口─周防長崎間の乗降客がゼロということでございます。

（「防長とリンクしちょるんやろ」と呼ぶ者あり）そうです。ですから、防長バスが運行してお

る区間、それと重複して運行する区間、この間の乗降者数はゼロということでございます。 

 なお、６月については、白木線全体の乗降者数、利用者数というのは約１,８００人というこ

とでございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  実際的に、島内のバスの利用状況の減はいろいろ理由があります。

確かに、都市部で言われるようなモータリゼーションの部分と、それといわゆる島民そのものの

減による利用者数の減という部分もありますし、実際的には長い間運賃の引き上げと、それに反

動しての利用者数の減。しかし、実際的にはかなりの私は利用状況はあると。 

 そういう中での引き上げですから、これは事前周知、さっき意見が出ておりましたがね。かな

り大事な部分だという部分だけは言うとかんと、それは批判の対象になるというふうに思います

ので、その点は再度お願いしちょきたいというふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 
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 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第８号周防大島町スクールバス条例の一部改正につ

いて、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第９号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２４、議案第９号周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の

一部改正についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。石原企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  議案第９号の周防大島町病院等事業の設置等に関する条例の

一部改正について、補足説明を申し上げます。 

 平成２２年度第３回周防大島町議案つづりの２９ページをごらんください。議会の同意を要す

る賠償責任の免除についてです。第６条につきましては、地方自治法の一部改正に伴い条文が、

地方自治法「第２４３条の２第４項」から「第２４３条の２第８項」となったため改正するもの

であります。 

 次に、大島病院の位置及び病床数の変更についてです。周防大島町立大島病院の移転新築工事

が完了し、この９月末に引き渡し予定で、１カ月間の準備期間を経て、平成２２年１１月１日に

開院を目指しております。それに先立ちまして──３１ページの別表をごらんください──病院

の位置を「小松１３８８番地１」から「小松１４１５番地１」へ、そして病床数を「一般病床数

９９床」から「一般病床数３９床 療養病床６０床」に改めるものでございます。 

 なお、同様の理由により、病院内に附属及び併設されておりました周防大島町立大島病院附属

健康管理室と居宅介護支援事業所おおしま、並びにしまとぴあスカイセンターにあります訪問看

護ステーションすおうおおしまも、新病院内に移転のため位置をそれぞれ改正するものでありま

す。 

 施行期日は、開院予定の平成２２年１１月１日としておりますので、何とぞ慎重なる御審議の

上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

 以上です、お願いします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。広田議員。 
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○議員（８番 広田 清晴君）  基本的には、今補足説明があったように、位置の変更が主なもの

というふうに見ております。 

 実際的に今度、周防大島町立大島病院が、一般病床３９と６０床ということでスタートした場

合に、いわゆる要員動向について、変動についてちょっと答弁を求めておきたいというふうに考

えます。 

 といいますのが、実際的に療養病床が出発したときに、実質的に、比較すれば当然下がる部分

もありましょうし、いろいろあると思うんです。それも含めて、ちょっとここで６０と３９の出

発に際して、ほいじゃ人員のほうは医師、看護師等はどういう変動があるんだと。今現で充足し

ておると思うが、実際的にはどういう状況であるという部分を含めて、また答弁を求めておきた

いというふうに思います。わかりますか。 

○議長（荒川 政義君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  １点目が職員の数ということだと思いますので、職員の

数につきましては、一般病床より療養病床の場合、施設基準が下がります。下がりますというの

は、看護師さん、准看護師さんじゃなくて、看護補助者の方というふうな構成になるという部分

と、それから療養病床６０床の場合は、医師の充足基準も若干名少なくなるということでござい

ますが、現時点での入院患者で、現在大島病院の医師数は充足しておりますので、これが緩和さ

れるということであれば、当然十分な充足というふうになってまいるということが１点。それか

ら今、正看と准看という職種がございますが、この職種において充足しておりますが、療養病床

になりました場合、看護補助者でもこれを賄うことができますが、現時点では業務の一部内容変

更等で、そのまま現職員で対応していただくと。一応３名程度の准看護師さん、多いという部分

はございますが、それでしばらく、定年退職とかもありますので、それで吸収していって、新規

に看護助手に入れかえていって、経営をしていくというのが１点ございます。 

 それからなお、入院の収益ですね、これにつきましては、当初予算等でも御説明してまいりま

したとおり、今の基準、看護の１５対１なりを上位看護に変えていきながら、収入を上げていき

たいという方向性は持っておりますが、現時点で、それがどの程度の達成になるかというのはま

だ出ておりませんが、そういう試算での、今年度の大島病院運営ということで、計画させていた

だいております。 

 以上でございます。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  基本的にこの条例が採決されると、先ほど言われたように、実際

的には１１月に向けて、いわゆる移動、患者さんの移動等もあります。それで、実際的に県道を

横切るわけですね、実際移動いうことになると。この条例が通ったら、今度は移動を開始するわ
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けですね。それで、基本的な部分で安全対策はどういうふうに考えちょるんかが、この条例自身

に伴う安全対策です。それは移動にかかわる部分です。それが１点です。 

 それともう１つは、この条例が実施されることに伴い、実際的には既に入院患者さんたちを一

時帰宅させる動きもあるやに聞いておりますが、その辺は一体どうなのかということです。いろ

いろ、回覧でか文書でかちょっとわかりませんが、そういう格好で一時的に入院患者を抑えると

いう方向性も出しておるようなんで、きちんとこの場で答弁を求めておきたいというふうに思い

ます。 

○議長（荒川 政義君）  河村企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（河村 常和君）  まず、入院患者さんの移動ということでの御質問でござ

いますが、これにつきましては、１０月３０日、３１日に、３０日に器材、３１日に入院患者さ

んの移動ということで今、計画を進めております。関係方面の大島警察署等にも、移動の方法と

か安全性について協議しながら、現時点で作業を進めているところでございます。 

 もう１点目が、これに伴いまして、１日での入院患者さんの移動というものは大変手間暇がか

かりまして、１時間に何人という計算値が出てまいりまして、それを１日でやるということにな

ると、相当数の労力がまいります。それも踏まえまして、先般折り込み入れさせていただきまし

たのが、入院患者さんのこれ以上のちょっと増加は無理なのではないかということで、でき得れ

ば御協力をということでお願いしてまいりましたが、現時点では、いろいろな症状、特にこの暑

さもあるのか、入院患者さんのほうが減る見込みもなく、このままの人数で入院を続けてらっし

ゃる方が多ございますので、相当なちょっと移動に関する労力の増加という部分を考えながら、

入所の方に地域連携等をとりながら、それなりの施設にちょっと移動していただける方には御協

力を願いながら、安全等を考えて対策を立てていければという状況で進んでまいっております。 

 いろいろ御迷惑をおかけいたしますが、御協力よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第９号周防大島町病院等事業の設置等に関する条例

の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２５．議案第１０号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２５、議案第１０号周防大島町立病院及び出張診療所条例の一部

改正についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。石原企業管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  議案第１０号の周防大島町立病院及び出張診療所条例の一部

改正について、補足説明を申し上げます。 

 ３３ページをごらんください。先ほどの議案第９号でも御説明いたしましたが、周防大島町立

大島病院の移転に伴い位置を「小松１３８８番地６」から「小松１４１５番地１」に改めるもの

でございます。 

 施行期日は、同様に開院予定の平成２２年１１月１日としておりますので、何とぞ慎重なる御

審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１０号周防大島町立病院及び出張診療所条例の一

部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第１１号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２６、議案第１１号周防大島町公営企業局使用料及び手数料徴収

条例の一部改正についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。石原管理者。 

○公営企業管理者（石原 得博君）  議案第１１号周防大島町公営企業局使用料及び手数料徴収条

例の一部改正についての補足説明を申し上げます。 

 地方自治法の一部改正に伴い該当条文が「第２３８条の４第４項」から「第２３８条の４第

７項」に「第２２７条第１項」から「第２２７条」となったため改正するものであります。何と
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ぞ慎重なる御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１１号周防大島町公営企業局使用料及び手数料徴

収条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．議案第１２号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２７、議案第１２号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務

及び山口県市町総合事務組合規約の変更についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１２号山口県市町総合事務組合の共同処理する事務

及び山口県市町総合事務組合規約の変更について、補足説明をいたします。 

 平成２３年４月１日より、山口県市町総合事務組合の交通災害共済事務を共同処理する団体に、

光市が加入することに伴い、共同処理する事務及び組合規約を変更するに際して、地方自治法第

２８６条第１項の規定に基づき、協議の内容について、関係地方公共団体の議会の議決を経るこ

ととなっておりますので、地方自治法第２９０条の規定による、議会の議決をお願いするもので

あります。 

 なお、施行期日は、平成２３年４月１日としております。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決

を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１２号山口県市町総合事務組合の共同処理する事

務及び山口県市町総合事務組合規約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．議案第１３号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２８、議案第１３号平成２１年度チャレンジショップ（店舗・シ

ェルター）建設工事の請負契約の締結についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１３号平成２１年度チャレンジショップ（店舗・シ

ェルター）建設工事の請負契約の締結について、補足説明をいたします。 

 平成２１年度チャレンジショップ（店舗・シェルター）建設工事につきましては、去る８月

１１日、７社による指名競争入札を行った結果、周防大島町大字平野の大海建設工業株式会社が

６,６００万円で落札をいたしました。落札価格に消費税の額を加えた６,９３０万円で請負契約

を締結しようとするものであります。 

 工事の概要につきましては、木造店舗Ａは建築面積３９.７５平方メートル、木造店舗Ｂは同

４９.６９平方メートル、鉄骨店舗は同１４.８８平方メートル、またシェルターは鉄骨づくり平

屋建て（骨組膜構造）３棟で、膜材面積５６５平方メートルとなっております。 

 なお、参考までに、工期は契約の日の翌日から平成２３年３月２５日までを予定しております。 

 つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。何とぞ慎重なる御審議の上、御

議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  実際的に低入札価格のため、調査の結果ですよということであり

ます。それで、この結果を見てもわかるように、かなり低入札の状況が明らかだろうというふう

に思います。ここで質問しちょきたいのは、皆さん方の通知で７０％以下については低入札調査

をしますよということであります。前からもやりよったという部分もありますが、実際的にこれ

５,０００万円以上ということでＡランクですね。それで実際的には、いわゆるきちっと単価を

はじく能力もあります。 



- 57 - 

 そういう中で、例えば県の場合でしたら大体、これ私が聞いた話ですから、ちょっと真実を含

めて答弁をしていただきたいんですが、大体８５％ぐらいから、いわゆる予定価格の８５％ぐら

いから低価格入札の調査を行うということが、私自身は聞いておるんですが、実態はどうなのか。

７割でぽんといくと、どうしてもそれ以下も含めてかなりの競争原理が働くが、一方で、入札し

て、とるも地獄とらぬも地獄ちゅうような結果もあらわれる。これは客観的事実だろうというふ

うに思いますから、県の場合がどういう状況なのか含めて、ちょっと答弁を求めていただきたい

というふうに思います。 

○議長（荒川 政義君）  上元契約監理課長。 

○契約監理課長（上元 勝見君）  お答えします。 

 県の場合ですが、ちょっと上限を今覚えてないんですが、７０％といいますのは、下限を県の

７０に合わしたということで、ちょっと今上のほうは覚えておりません。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  広田議員。 

○議員（８番 広田 清晴君）  ちょっとこれは調べていただきたいんですが、今から、今後のこ

ともありますから。いいますのが、県の場合は、かなり調査対象価格、いわゆるもう８５ぐらい

から調査対象にして、かなりシビアに計算してそれをやりよるという話は聞いておりますので、

ぜひ調査してみてください。それでないと、どうしても低価格入札のいわゆる調査、再調査みた

いな繰り返しで、混乱が起きるんじゃないかというふうに思いますし、もう１つは、やっぱり入

札に際して、ほいじゃどこまでがいいのかということで、町の職員に対するいろんな問い合わせ

か何かが出ても、私たちも心配部類があるんで、やっぱり対応はきちんとしていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１３号平成２１年度チャレンジショップ（店舗・

シェルター）建設工事の請負契約の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立

を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．議案第１４号 

○議長（荒川 政義君）  日程第２９、議案第１４号周防大島町立大島中学校屋内運動場建築工事

の請負契約の締結についてを議題とします。 

 補足説明を求めます。岡村副町長。 

○副町長（岡村 春雄君）  それでは、議案第１４号周防大島町立大島中学校屋内運動場建築工事

の請負契約の締結について、補足説明をいたします。 

 周防大島町立大島中学校屋内運動場建築工事につきましては、去る８月２４日、７社による指

名競争入札を行った結果、周防大島町大字東安下庄の株式会社神田建設が、１億８,２００万円

で落札をいたしました。落札価格に消費税の額を加えた１億９,１１０万円で請負契約を締結し

ようとするものであります。 

 工事の概要につきましては、鉄筋コンクリートづくり、一部鉄骨づくり、２階建て、建築面積

は１,１５１.９７平方メートルであります。 

 なお、参考までに、工期は契約の日の翌日から平成２３年６月３０日までを予定しております。

つきましては、周防大島町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。何とぞ慎重なる御審議の上、御

議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（荒川 政義君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。今元議員。 

○議員（７番 今元 直寛君）  これ議決されてからのことでございますけれども、先般も、あそ

この旧解体の段階で、地域の住民の皆さんに説明会をしてほしいと、またされたんですけれども、

今回の場合も、一応承認された段階で、地域の皆さんに対する説明会を正式にお願いしたいとい

うふうに思いますので。しからば、いつ、場所はどこでということをお願いしたいと思います。 

○議長（荒川 政義君）  質疑とはちょっと離れとるんですが、要望として聞いときます。（発言

する者あり） 

 執行部のほうに申し入れておきます。 

○議員（７番 今元 直寛君）  お願いします。 

○議長（荒川 政義君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  ないようでありますので、質疑を終結します。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（荒川 政義君）  討論なしと認め、討論を終結します。 

 これより起立による採決を行います。議案第１４号周防大島町立大島中学校屋内運動場建築工

事の請負契約の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（荒川 政義君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（荒川 政義君）  以上で、本日の日程は全部議了しました。 

 本日は、これにて散会をいたします。 

 次の議会は明日、９月７日、火曜日、午前９時３０分から開きます。 

○事務局長（木元 真琴君）  御起立願います。一同、礼。 

午後２時12分散会 

────────────────────────────── 

 


